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（通則） 

１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

（以下「感染症法」という。）第６１条、検疫法（昭和２６年法律第２０１号）第３３条、

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第２７条第２項、予防接種法及び結核予防法の一

部を改正する法律（昭和５１年法律第６９号）（以下「昭和５１年一部改正法」という。）

附則第３条第２項に係る国庫負担金並びに感染症対策特別促進事業、特定感染症検査等事

業、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業、予防接種センター機能推進事業、ポリオ生ワ

クチン２次感染対策事業、新型コロナワクチン副反応相談体制構築事業、マイナンバー情

報連携体制整備事業、エイズ対策促進事業、公費負担医療対応システム改修事業、抗菌

薬確保支援事業、感染症臨床研究体制構築事業、感染症危機管理リーダーシップ人

材育成事業、病原体検査体制訓練事業、肝炎情報センター戦略的強化事業、肝炎研

究基盤整備事業、全国医療情報プラットフォーム連携基盤調査事業、予防接種事務

デジタル化等事業（地方公共団体分）、リウマチ・アレルギー特別対策事業、療養生活

環境整備事業、難病特別対策推進事業、慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業、特定疾患治

療研究事業、脳卒中・心臓病等特別対策事業、難病等制度推進事業、脳卒中・心臓病等総

合支援センターモデル事業、慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防のための診療体制構築及び

多職種連携モデル事業、地域保健医療等推進事業、健康的な生活習慣づくり重点化事業、

特殊な調理に対応できる調理師研修事業、がん診療連携拠点病院機能強化事業、都道府県

健康対策推進事業、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業、がん検診従事者研

修事業、がんゲノム情報管理センター事業、希少がん診断のための病理医育成事業、小児・

AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業、アピアランス支援モデル事業、子

宮頸がん検診における HPV検査単独法導入に伴う健康管理システムの改修事業、予防接種

事故発生調査事業、女性の健康支援事業及び健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第

１７条第１項及び第１９条の２（健康増進法施行規則第４条の２第６項を除く。）に基づ

く健康増進事業に係る国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、

感染症法、検疫法、予防接種法、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）、保健所にお

いて執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法（昭和３９年法律第１

５５号）、健康増進法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法

律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政

令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年厚生省令第６号）の規

定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。      労働省 

 

（交付の目的） 

２ この国庫負担（補助）金は、感染症対策、地域保健医療推進対策等の事業を行うことに

より、地域住民の健康増進並びに疾病の予防及び治療を行い又は予防接種による健康被害

者を救済し、もって公衆衛生の向上に寄与することにより、国民が安心・信頼してかかれ

る医療の確保と国民の健康づくりを推進することを目的とする。 
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（交付の対象） 

３ この国庫負担（補助）金は、次の事業を交付の対象とする。 

［（項）感染症対策費］ 

 （１）  感染症予防事業費等負担金 

    ア 感染症予防事業 

    （ア） 感染症法第５８条第２号から９号及び１８号の規定により都道府県、政令

市（地域保健法第５条の政令で定める市をいう。以下同じ。）及び特別区が行

う支弁事業 

    （イ） 感染症法第５９条の規定により東京都（法第５７条第４号の規定に係る部

分に限る。）、政令市及び特別区（法第５７条第４号の規定に係る部分を除く。）

が行う負担事業並びに市町村（政令市を除く。）が支弁する費用に対して都道

府県が行う負担事業 

    イ 感染症発生動向調査事業 

      感染症法第５８条第１号、４号の２及び４号の３の規定により都道府県、政令

市及び特別区が行う負担事業 

    ウ 密入国検疫等事業 

      検疫法第２２条第３項及び第２３条第３項（同条第６項において準用する場合

を含む。）の規定等により船舶等について保健所長がとる検査、消毒、その他検

疫感染症予防のための必要な措置に係る費用について、検疫法第３３条の規定に

より都道府県、政令市及び特別区が行う支弁事業 

 

［（項）感染症対策費］ 

 （２） 感染症医療費負担金 

     感染症患者入院等医療費 

     感染症法第５８条第１１号、１３号、１４号及び１５号の規定により都道府県、

政令市及び特別区が行う負担事業 

 

［（項）感染症対策費］ 

  （３） 予防接種対策費負担金 

     予防接種対策事業 

     予防接種事故救済給付費 

      予防接種法第２６条第２項及び昭和５１年一部改正法附則第３条第２項の規

定により市町村が支弁する費用に対して都道府県が行う負担事業 

     （ただし、予防接種法第６条第３項に基づき実施された新型コロナウイルス感染

症に係る予防接種によるものを除く） 

 

［（項）感染症対策費］ 
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 （４） 疾病予防対策事業費等補助金 

    ア 疾病予防事業費等補助金 

    （ア） 感染症対策特別促進事業 

              ａ 平成２０年３月３１日健発第０３３１００１号厚生労働省健康局長通

知の別添１「感染症予防体制整備事業実施要綱」により都道府県、政令市

及び特別区が行う事業 

              ｂ 平成２０年３月３１日健発第０３３１００１号厚生労働省健康局長通

知の別添２「結核対策特別促進事業実施要綱」により都道府県、政令市及

び特別区が行う事業 

              ｃ 平成２０年３月３１日健発第０３３１００１号厚生労働省健康局長通

知の別添３「新型インフルエンザ対策事業実施要綱」により都道府県が行

う事業 

              ｄ 平成２０年３月３１日健発第０３３１００１号厚生労働省健康局長通

知の別添４「肝炎患者等支援対策事業実施要綱」により都道府県、政令市

及び特別区が行う事業（ただし、実施要綱中の事業の（１）～（４）及び

（８）～（９）については都道府県、政令市及び特別区が、その他につい

ては都道府県が行う事業） 

              ｅ 平成２０年３月３１日健発第０３３１００１号厚生労働省健康局長通

知の別添５「肝炎治療特別促進事業実施要綱」により都道府県が行う事業 

              ｆ 令和２年７月３１日健発０７３１第１号厚生労働省健康局長通知の別

添６「地域薬剤耐性対策推進モデル事業実施要綱」により都道府県が行う

事業 

 

    （イ） 特定感染症検査等事業 

        平成１４年３月２７日健発第０３２７０１２号厚生労働省健康局長通知

の別紙「特定感染症検査等事業実施要綱」により都道府県、政令市、特別区

及び市町村が行う事業 

    （ウ） 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

        平成３０年６月２７日健発０６２７第１号厚生労働省健康局長通知の別

紙「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱」により都道府県が行う

事業 

    （エ） 予防接種センター機能推進事業 

        平成１２年７月１９日健医発第１１１７号厚生省保健医療局長通知の別

紙「予防接種センター機能推進事業実施要綱」により都道府県が行う予防接

種に関する情報提供事業、医療相談事業、医療従事者向け研修、予防接種に

関する知見の創出、予防接種・感染症に関わる人材の教育、地域支援事業及

びワクチン流通情報収集等事業 

    （オ） ポリオ生ワクチン２次感染対策事業 
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        平成１６年３月３０日健発第０３３００１９号厚生労働省健康局長通知

の別紙「ポリオ生ワクチン２次感染対策事業実施要綱」により市町村及び特

別区が行う事業に対して都道府県が行う補助事業 

 （カ） 新型コロナワクチン副反応相談体制構築事業 

        令和６年１月２５日感発０１２５第６号厚生労働省健康・生活衛生局感染

症対策部長通知の別紙「新型コロナワクチン副反応相談体制構築事業実施要

綱」により都道府県が行う事業 

（キ） マイナンバー情報連携体制整備事業 

        令和６年１月２５日感発０１２５第５号厚生労働省健康・生活衛生局感染

症対策部長通知の別紙「マイナンバー情報連携体制整備事業実施要綱」によ

り市区町村が行う事業     

（ク） エイズ対策促進事業 

        平成１４年３月２７日健発第０３２７０１３号厚生労働省健康局長通知

の別紙「エイズ対策促進事業実施要綱」により都道府県、政令市及び特別区

が行う事業 

（ケ） 公費負担医療対応システム改修事業 

                 令和５年５月８日健発０５０８第９号厚生労働省健康局長通知の別紙「公

費負担医療対応システム改修事業実施要綱」により公益社団法人国民健康

保険中央会が行う事業 

    （コ） 抗菌薬確保支援事業 

                令和７年３月３１日感発０３３１第５号厚生労働省健康・生活衛生局感染

症対策部長通知の別紙「抗菌薬確保支援事業実施要綱」に基づき、別に定め

る抗菌薬確保支援事業公募要項（以下「抗菌薬確保支援事業公募要項」とい

う。）により選出された法人等が行う事業 

    （サ） 感染症臨床研究体制構築事業 

                令和６年７月２４日感発０７２４第８７号厚生労働省健康・生活衛生局感

染症対策部長通知の別紙「感染症臨床研究体制構築事業実施要綱」に基づき、

感染症指定医療機関が行う事業 

（シ） 感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業 

                令和６年３月２７日感発０３２７第１号厚生労働省健康・生活衛生局感染

症対策部長通知の別紙「感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業実施要

綱」により都道府県、政令市及び特別区が行う事業（ただし、実施要綱中の

３（１）については、別に定める感染症危機管理リーダーシップ人材育成事

業募集公募要項により選出された都道府県、政令市及び特別区が行う事業） 

    （ス） 病原体検査体制訓練事業 

                令和７年４月１日感発０４０１第３号厚生労働省健康・生活衛生局感染症

対策部長通知の別紙「病原体検査体制訓練事業実施要綱」に基づき、国立健

康危機管理研究機構が行う事業  
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（セ） 肝炎情報センター戦略的強化事業 

                令和６年３月２９日健生発０３２９第３号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別紙「肝炎情報センター戦略的強化事業実施要綱」により国立健康危

機管理研究機構が行う事業 

     （ソ） 肝炎研究基盤整備事業  

               令和７年４月１日健生発０４０１第３号厚生労働省健康・生活衛生局長通

知の別紙「肝炎研究基盤整備事業実施要綱」により国立健康危機管理研究機

構が行う事業  

     （タ） 全国医療情報プラットフォーム連携基盤調査事業  

               令和７年６月１７日産情発０６１７第１号厚生労働省大臣官房医薬産業

振興・医療情報審議官通知の別紙「疾病予防対策事業費等補助金（全国医療

情報プラットフォーム連携基盤調査事業）実施要綱」により社会保険診療報

酬支払基金が行う事業  

（チ） 予防接種事務デジタル化等事業（地方公共団体分）  

     令和７年８月２７日感発０８２７第７号厚生労働省健康・生活衛生局感染

症対策部長通知の別紙「予防接種事務デジタル化等事業（地方公共団体分）

実施要綱」により市区町村が行う事業    

 

    イ 予防接種対策事業費補助金 

          予防接種対策事業 

       予防接種事故発生調査費 

       昭和５２年３月７日衛発第１８６号厚生省公衆衛生局長通知「予防接種法及

び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について」の第１０及び平成

１６年３月３０日健発第０３３００１９号厚生労働省健康局長通知の別紙「ポリ

オ生ワクチン２次感染対策事業実施要綱」の第４の２により市町村において設置

された予防接種健康被害調査委員会（以下単に「予防接種健康被害調査委員会」

という。)が行う予防接種による健康被害に関する調査等の費用に対して都道府

県が行う補助事業 

 

［（項）特定疾患等対策費］ 

 （５） 疾病予防対策事業費等補助金 

      疾病予防事業費等補助金 

          ア リウマチ・アレルギー特別対策事業 

               平成１８年６月１３日健発第０６１３００１号厚生労働省健康局長通知の

別紙「リウマチ・アレルギー特別対策事業実施要綱」により都道府県、政令

指定都市、中核市が行う事業 

      イ 療養生活環境整備事業 

        平成２７年３月３０日健発０３３０第１４号厚生労働省健康局長通知の別
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紙「療養生活環境整備事業実施要綱」により都道府県、指定都市が行う事業 

      ウ 難病特別対策推進事業 

        平成１０年４月９日健医発第６３５号厚生省保健医療局長通知の別紙「難

病特別対策推進事業実施要綱」により行う次の事業 

      （ア）都道府県が行う難病医療提供体制整備事業等、難病患者地域支援対策推

進事業、神経難病患者在宅医療支援事業、難病指定医等研修事業、指定難

病審査会事業、指定難病患者情報提供事業、情報提供ネットワークシステ

ム活用環境整備事業及び臨床調査個人票電子化等推進事業 

      （イ）指定都市が行う難病患者地域支援対策推進事業、難病指定医等研修事業、

指定難病審査会事業、情報提供ネットワークシステム活用環境整備事業、

臨床調査個人票電子化等推進事業及び指定難病患者情報提供事業 

      （ウ）政令市（指定都市を除く。）及び特別区が行う難病患者地域支援対策推進

事業 

      （エ）国立大学法人、国立高度専門医療研究センター、国立健康危機管理研究

機構及び独立行政法人国立病院機構が行う神経難病患者在宅医療支援事

業 

           （オ）難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成 26年厚生労働省

令第 121 号）第 15 条第 1 項第 1 号に規定する難病指定医及び同項第 2 号

に規定する協力難病指定医（以下「難病指定医等」という。）が勤務する

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条の規定に基づき許可を受けた病

院及び診療所、並びに同法第８条の規定に基づき届出をした診療所（以下、

「医療機関」という。）が行う臨床調査個人票電子化等推進事業の費用に

対して都道府県及び指定都市が行う補助事業 

      エ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業 

        平成２１年４月２８日健発第０４２８００１号厚生労働省健康局長通知

の別紙「慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業実施要綱」により都道府県、政

令指定都市、中核市が行う事業 

       オ 特定疾患治療研究事業 

        昭和４８年４月１７日衛発第２４２号厚生省公衆衛生局長通知の別紙「特

定疾患治療研究事業実施要綱」並びに昭和５３年１１月２１日薬発第１５２

７号厚生省公衆衛生局長通知の別紙２「スモンに対するはり、きゅう及びマ

ッサージ治療研究事業実施要綱」により都道府県が行う事業 

      カ 脳卒中・心臓病等特別対策事業 

       令和３年５月１０日健発０５１０第３号厚生労働省健康局長通知の別              

紙「脳卒中・心臓病等特別対策事業実施要綱」により都道府県が行う事業 

      キ 難病等制度推進事業 

       令和７年６月２３日健生発０６２３第４号厚生労働省健康・生活衛生局長通

知の別紙「令和７年度難病等制度推進事業実施要綱」に基づき、別に定める
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令和７年度難病等制度推進事業公募要領により選出された都道府県、指定都

市及び法人が実施する事業 

      ク 脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業 

令和７年４月１日健生発０４０１第２３号厚生労働省健康・生活衛生局長通

知の別添「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業実施要綱」に基づ

き、別に定める令和７年度脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業公

募要綱により選出された法人等が行う事業 

ケ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モ

デル事業 

令和７年４月１日健生発０４０１第２２号厚生労働省健康・生活衛生局長通

知の別添「令和７年度慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防のための診療体制構

築及び多職種連携モデル事業実施要綱」に基づき、別に定める令和７年度慢

性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル

事業公募要領により選出された法人等が行う事業 

 

［（項）地域保健対策費］ 

 （６） 疾病予防対策事業費等補助金 

      疾病予防事業費等補助金 

       地域保健医療等推進事業 

       ア 令和６年４月１日健生発０４０１第５号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別添１「地域保健従事者現任教育推進事業実施要綱」により都道府

県、政令市及び特別区が行う事業 

イ 令和６年４月１日健生発０４０１第５号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別添４「地域・職域連携推進事業実施要綱」により都道府県、政令

市及び特別区が行う事業 

 

［（項）健康危機管理推進費］ 

 （７） 疾病予防対策事業費等補助金 

      疾病予防事業費等補助金 

       地域保健医療等推進事業 

          ア 令和６年４月１日健生発０４０１第５号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別添２「地域健康危機管理体制推進事業実施要綱」により都道府県、

政令市及び特別区が行う事業 

          イ  令和６年４月１日健生発０４０１第５号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別添３「地域健康危機管理対策特別事業実施要綱」により都道府県、

政令市及び特別区が行う事業  

 

［（項）健康増進対策費］ 
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 （８） 疾病予防対策事業費等補助金 

     ア 疾病予防事業費等補助金 

     （ア）健康的な生活習慣づくり重点化事業 

                平成２１年３月２７日健発第０３２７００９号厚生労働省健康局長通知

の別紙「健康的な生活習慣づくり重点化事業の実施要綱」に基づき実施する

次の事業 

              ａ 都道府県、政令市及び特別区が行うたばこ対策促進事業 

              ｂ 都道府県、政令市及び特別区が行う受動喫煙対策促進事業 

              ｃ 都道府県、政令市及び特別区が行う糖尿病予防戦略事業 

              ｄ 地域の健康増進活動支援事業公募要綱により選出された法人等が行う

「健康的な生活習慣づくり重点化事業の実施要綱」に基づき行われる地域

の健康増進活動支援事業 

     （イ）特殊な調理に対応できる調理師研修事業 

               令和６年３月２１日健生発０３２１第１２号厚生労働省健康・生活衛生局

長通知の別紙「特殊な調理に対応できる調理師研修事業実施要綱」に基づき、

公益社団法人調理技術技能センターが行う特殊な調理に対応できる調理師

研修事業 

     （ウ）がん診療連携拠点病院機能強化事業 

        a がん診療連携拠点病院機能強化事業 

          平成１８年９月７日健発第０９０７００１号厚生労働省健康局長通知

の別紙「がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要綱」に基づき、実施す

る次の事業 

         (ａ) 都道府県の設置するがん診療連携拠点病院が行う事業 

                (ｂ) 独立行政法人又は国立大学法人の設置するがん診療連携拠点病院

が行う事業 

         (ｃ) 独立行政法人及び国立大学法人以外が設置するがん診療連携拠点

病院が行う事業に対して都道府県が行う補助事業                                         

               b  地域がん診療病院等機能強化事業 

         平成２６年８月６日健発０８０６第１２号厚生労働省健康局長通知の

別紙「地域がん診療病院等機能強化事業実施要綱」に基づき、実施する次

の事業 

         (ａ) 都道府県の設置する地域がん診療病院及び特定領域がん診療連携

拠点病院が行う事業 

              (ｂ) 地域がん診療病院及び特定領域がん診療連携拠点病院が行う事業

に対して都道府県が行う補助事業 

               c  小児がん拠点病院機能強化事業 

         平成２５年２月８日健発０２０８第４号厚生労働省健康局長通知の別

紙「小児がん拠点病院機能強化事業実施要綱」に基づき小児がん拠点病院
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が実施する事業 

        d  小児がん中央機関機能強化事業 

         平成２６年２月５日健発０２０５第６号厚生労働省健康局長通知の別

紙「小児がん中央機関機能強化事業実施要綱」に基づき小児がん中央機関

が実施する事業 

        e  希少がん中央機関機能強化事業 

         平成３１年３月２９日健発０３２９第３０号厚生労働省健康局長通知

の別紙「希少がん中央機関機能強化事業実施要綱」に基づき希少がん中央

機関が実施する事業  

               f  がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化事業 

         平成３１年３月２９日健発０３２９第３１号厚生労働省健康局長通知

の別紙「がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化事業実施要綱」に基づき

がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院が実施する事

業 

      （エ）都道府県健康対策推進事業 

        平成２１年４月１日健発第０４０１０１５号厚生労働省健康局長通知の

別紙「都道府県健康対策推進事業実施要綱」により都道府県が行う事業 

      （オ）新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 

        平成３０年３月２８日健発０３２８第２０号厚生労働省健康局長通知の

別紙「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱」により市

区町村（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条に規定する地方

公共団体の組合を含む。）が行う事業 

      （カ）がん検診従事者研修事業 

                 平成２８年３月２９日健発０３２９第８号厚生労働省健康局長通知の別

紙「がん検診従事者研修事業実施要綱」により都道府県、一般社団法人等又

は公益法人、特定非営利活動法人が行う事業 

      （キ）がんゲノム情報管理センター事業 

                 平成３１年３月２９日健発０３２９第３５号厚生労働省健康局長通知の

別紙「がんゲノム情報管理センター事業実施要綱」により国立研究開発法人

国立がん研究センターがんゲノム情報管理センターが行う事業 

      （ク）希少がん診断のための病理医育成事業 

                 令和３年２月２５日健発０２２５第１４号厚生労働省健康局長通知の別

紙「希少がん診断のための病理医育成事業実施要綱」により一般社団法人日

本病理学会が行う事業 

（ケ）小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 

        令和３年３月２３日健発０３２３第６号厚生労働省健康局長通知の別紙

「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」に

より都道府県が行う事業 
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(コ) アピアランス支援モデル事業 

令和７年４月１日健生発０４０１第５９号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別紙「令和７年度アピアランス支援モデル事業実施要綱」に基づき、

別に定めるアピアランス支援モデル事業公募要綱により選定された医療機

関が行う事業 

（サ）女性の健康支援事業 

        令和５年２月２４日健発０２２４第３号厚生労働省健康局長通知の別紙

「女性の健康支援事業実施要綱」により国立大学法人東京大学が行う事業 

      (シ) 子宮頸がん検診における HPV検査単独法導入に伴う健康管理システムの

改修事業  

        令和７年４月１日健生発０４０１第６１号厚生労働省健康・生活衛生局長

通知の別紙「子宮頸がん検診における HPV検査単独法導入に伴う健康管理シ

ステムの改修事業実施要綱」により市区町村（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２８４条に規定する地方公共団体の組合を含む。）が行う事業  

     イ 健康増進事業費補助金 

      （ア） 健康増進事業 

                健康増進法第１７条第１項及び第１９条の２（健康増進法施行規則第４条

の２第６項を除く。）の規定により実施する次の事業 

       a  市町村（指定都市を除く。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８

４条第１項の規定による一部事務組合を含む。）及び特別区が行う事業に対

して都道府県が行う補助事業 

        b  指定都市が行う事業 

 

（交付額の算定方法） 

４ この国庫負担（補助）金の交付額は、次により算出された合計額とする。この場合にお

いて、３の（４）から（８）（（４）のアの（オ）の事業を除く。）の事業については、区

分ごとの算出額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 （１） ３の（１）のアの（ア）の事業 

    ア 次の表の第１欄に定める区分の都道府県支弁分に係る第２欄に定める種目ご

とに第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較して

少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額を合計した額と当該区分の総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗

じて得た額を交付額とする。 

            ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７

年法律第１５０号、以下「激甚法」という。）第４条第１項の規定により特別財

政援助額が決定している場合は、上記より算出した額に特別財政援助額を上乗せ

した額を交付額とする。 
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 （２） ３の（１）のアの（イ）の事業 

    ア 東京都、政令市及び特別区が行う事業 

    （ア）次の表の第１欄に定める区分の市町村支弁分に係る第２欄に定める種目ごと

に第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少

ない方の額を選定する。 

    （イ）（ア）により選定された額を合計した額と当該区分の総事業費から寄付金そ

の他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率

を乗じて得た額を交付額とする。 

    イ 市町村が支弁する費用に対し都道府県が行う負担事業 

      ４の（２）のアの（ア）に準じて選定された額の合計額と当該区分の総事業費

から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に３分の２

を乗じた額と都道府県が負担した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定め

る補助率を乗じて得た額を交付額とする。 

 （３） ３の（１）のイ、ウ、（２）、（４）のアの（ア）の a、ｂ、ｃ、e、f、（イ）（肝炎

ウイルス検査費（委託医療機関）を除く）、（ウ）、（エ）、（カ）、（キ）、（ク）、（ケ）、

（サ）、（シ）、（ス）、（セ）、（ソ）、（タ）、（チ）、（５）のア、エ、カ、キ、ク、ケ、

（６）、（７）、（８）の アの（ア）、（イ）、（ウ）のａ（ａ）、（ｂ）、ｂ（ａ）、c、

d、e、f、(エ）、（オ）、（カ）、（キ）、（ク）、(ケ) 、（コ）、（サ）、（シ）及びイの

（ア）のｂの事業 

    ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と第２欄に定める種目ごとの総事業費から寄付金その

他の収入額（３の（１）のウの事業にあっては、検疫法第３２条第３項において

準用する同条第１項又は２項の規定により徴収した実費の額を含む。）を控除し

た額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を交付

額とする。この場合において３の（４）のア（シ）、（８）のア（ケ）及びイの（ア）

のｂの事業については、種目ごとの算出額に 1,000円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

      ただし、別表４の対象団体が行う３の（４）から（８）の事業（ただし、３の

（４）のアの（ケ）、（サ）、（ス）、（セ）、（ソ）、（タ）、（５）のク、ケ、（８）のア

の（ア）の d、（イ）、（ウ）のａ（ｂ）、c、d、e、f、（オ）、（キ）、（ク）及びイの

（ア）の事業を除く。）にあってはアにより選定された額と第２欄に定める種目

ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方

の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額に同表に定める調整率を乗じて得

た額を交付額とする。 

（４）  ３の（４）のアの（ア）のｄの事業（肝疾患診療連携拠点病院等（以下「拠点

病院等」という。）に対して助成を行う場合を除く。） 

    ア 次の表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比
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較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とす

る。 

      ただし、別表４の対象団体が行う場合にあっては、アにより選定された額と総

事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第

５欄に定める補助率を乗じて得た額に同表に定める調整率を乗じて得た額を交

付額とする。 

（５）  ３の（４）のアの（ア）のｄの事業（拠点病院等に対して助成を行う場合。） 

    ア 次の表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を          

交付額とする。 

      ただし、別表４の対象団体が行う場合にあっては、アにより選定された額と総

事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第

５欄に定める補助率を乗じて得た額に同表に定める調整率を乗じて得た額を交

付額とする。 

      なお、交付額の算出にあたっては、都道府県等の助成額を超えて拠点病院等の

実支出額全てを計上しないよう留意すること。 

 （６） ３の（３）、（４）のアの（オ）及びイの事業 

    ア 次の表の第１欄に定める区分ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と当該区分ごとの総事業費から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額に４分の３を乗じた額と都道府県が負

担した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を

交付額とする。 

 （７） ３の（４）のアの（イ）の肝炎ウイルス検査費（委託医療機関） 

    ア 次の表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を選定する。 

        ウ イにより選定された額に１０分の３を乗じて得た額を自己負担相当額とする。 

        エ イにより選定された額から自己負担相当額を控除した額に第５欄に定める補

助率を乗じて得た額に自己負担相当額を加算した額を交付額とする。 

         ただし、別表４の対象団体が行う場合にあっては、イにより選定された額から自

己負担相当額を控除した額に第５欄に定める補助率を乗じ、さらに同表に定める

調整率を乗じて得た額に自己負担相当額を加算した額を交付額とする。 
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（８） ３の（４）のアの（コ）の事業 

    ア 次の表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費から当該事業に関

する寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額に、抗菌薬確保支援事業公募要項に基づき実施する「抗

微生物薬の市場インセンティブに関する検討会」における事業実績報告の適切性

評価に基づく調整率及び第５欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 

（９） ３の（５）のイ、ウの（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）及びオの事業 

    ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と第２欄に定める種目ごとの総事業費から寄付金その

他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を 

乗じて得た額を交付額とする。 

ただし、３の（５）のイ、ウの（ア）、（イ）、（ウ）及びオの事業について、別表

４の対象団体が行う事業にあっては、イにより選定された額に同表に定める調整

率を乗じて得た額を交付額とする。 

 （10） ３の（５）のウの（オ）の事業 

ア 次の表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額に２分の 1 を乗じた額と都道府県及び指定都市が補助した

額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額と

する。 

  （11） ３の（８）のアの（ウ）のａ（ｃ）及びｂ（ｂ）の事業 

    ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

    イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗

じて得た額を交付額とする。 

 （12） ３の（８）のイの（ア）のａの事業（ただし、健康診査費に含まれる肝炎ウイル

ス検診費のうち、４０歳以上で５歳刻みの者に無料検診を実施する場合に生じる

受診者負担相当額（以下、「無料検診に係る自己負担相当額」という。）を除く。） 

    ア  次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定め

る対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

    イ  アにより選定された額と第２欄に定める種目ごとの総事業費から寄付金その

他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に３分の２を乗じた額と都

道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じ

て得た額を交付額とする。この場合において、種目ごとの算出額に 1,000円未満

の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 
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（13）  ３の（８）のイの（ア）のａの事業（ただし、無料検診に係る自己負担相当額に

限る。） 

        ア  次の表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額を選定する。 

     イ  アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に第５欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とす 

る。 

     ウ この場合において、算出額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

 

（感染症予防事業費等負担金） 

 

項 

 

1 区

分 

 

2種目 

 

３ 基 準 額 

 

４ 対 象 経 費 

 

5補助率 

 

 

感 

  

  

 

 

 

 

 染 

 

  

 

 

 

 症 

 

 

 

 

 

 対 

  

 

 

 感  

     

 染 

 

 症 

 

 予 

 

 防 

 

 事 

 

 業 

 

 費 

 

 都 

 

 道 

 

 府 

 

１手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊勤務手当 

 290円×特殊勤務従事延べ日

数 

（特殊勤務とは感染症法第

６条２項、３項、７項、８

項及び９項に定める感染症

の病原体に汚染されている

区域において行う患者の看

護、移送または当該病原体

に汚染された物件若しくは

疑いのある物件の処理作業

に従事すること） 

 

都道府県職員の特殊勤務従

事に対して、支給するために

必要な手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２旅費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

（１）都道府県等分 

  ア 指導監査旅費 

   （都道府県のみ対象） 

    別表１の単価×感染

症指定医療機関数（結

核指定医療機関を除く

 

 都道府県職員の感染症指定

医療機関（結核指定医療機関

を除く）への指導監査、調査

連絡、感染症患者発生時の防

疫活動の実施に必要な経費 

  ただし、結核に係る感染症

法第１７条に規定する者に対

する健康診断、感染症法第１

８条第４項、第２２条第４項
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 策 

  

 

 

 

 

 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県 

 

 支 

 

 弁 

 

 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）×６回） 

 

   イ 連絡打合せ旅費 

      適正な実支出額（本

省及び地方連絡旅費で

厚生労働省の指示に係

るものに限る） 

 

   ウ 災害時、集団発生時

防疫旅費 

      適正な実支出額 

 

   エ 新感染症、新型イン

フルエンザ等感染症、

１類感染症防疫旅費 

    適正な実支出額 

 

（２）保健所分 

   ア 一般防疫旅費 

      別表２の単価×患者

に感染症法第１７条、

１８条及び２３条の書

面による通知を行う回

数。 

（患者とは感染症法第

６条第３項、４項及び

８項に規定する感染症(

結核を除く)にかかって

いると疑うに足りる正

当な理由のある者。た

だし、イに係る部分を

除く。また、政令市、

特別区のある都道府県

においては、政令市、

特別区の管内で発生し

た数を除く。） 

 

に規定する請求に基づき行う

確認検査、感染症法第５３条

の１３の規定による精密検査

の実施に必要な経費を除く。 
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  イ 災害時、集団発生時

防疫旅費 

    適正な実支出額 

 

   ウ 新感染症、新型イン

フルエンザ等感染症、

１類感染症防疫旅費 

      適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事 

務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

（１）患者発生時分 

   514円×患者数 

   （患者数とは感染症法

第６条第３項、４項及

び８項に規定する感染

症（結核を除く）にか

かっていると疑うに足

りる正当な理由のある

者、ただし、（２）に

係る部分を除く。また

、政令市、特別区のあ

る都道府県においては

、政令市、特別区の管

内で発生した数を除く

。） 

 

（２）災害時、集団発生時分 

   適正な実支出額 

 

（３）新感染症、新型インフ

ルエンザ等感染症、１類

感染症発生時分 

   適正な実支出額 

 

 感染症予防事務に必要な報

酬、給料（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、職員手当等（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、賃金、報償費

、需用費、（消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷製本費、光

熱水費、修繕料）、役務費（

通信運搬費、広告料、手数料

）、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費 

 ただし、結核に係る感染症

法第１７条に規定する者に対

する健康診断、感染症法第１

８条第４項、第２２条第４項

に規定する請求に基づき行う

確認検査、感染症法第５３条

の１３の規定による精密検査

の実施に必要な経費を除く。 
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４ 健

康診断

費（結

核を除

く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

 健康診断費 

  ア  非委託分（無料検便） 

   709円×実施件数 

     ベロ毒素産生性確認検

査を実施した場合、473円

を加算 

 

  イ 委託分 

健康保険法の規定による療

養に要する費用の額の算定方

法（平成６年厚生省告示第５

４号）（70歳以上の者及び65

歳以上70歳未満の者であって

老人保健法施行令（昭和５７

年政令第２９３号）別表第一

に定める障害の状態にあるも

のについては、老人保健法の

規定による医療に要する費用

の額の算定に関する基準（平

成６年厚生省告示第７２号）

に定める算定方法（以下健保

点数等により算定した額に1.

10を乗じて得た額（円未満切

り捨て））） 

 

  ウ 新感染症、新型インフ

  ルエンザ等感染症、１類

  感染症分 

     適正な実支出額 

 

 感染症法第１７条、第４５

条に基づき行う健康診断及び

感染症法第１８条第４項、第

２２条第４項、第４８条第４

項に規定する請求に基づき行

う確認検査のために必要な報

酬、給料（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、職員手当等（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、賃金、報償費

、需用費 

（消耗品費、燃料費、印刷製

本費、光熱水費、医薬材料費

）、委託料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 健

康診断

費（結

核に限

る） 

 

 

 

 

 

 別表５に定める事項の区分

ごとの延数に当該事項に係る

健康診断（結核に限る）欄の

単価を乗じて得た額の合計額 

 

  事項別延数×単価 

 

 

 

 

 感染症法第１７条に規定す

る者に対する健康診断及び感

染症法第１８条第４項、第２

２条第４項に規定する請求に

基づき行う確認検査のために

必要な報酬、給料（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、職員手当等（

ただし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、賃金

、報償費、旅費、需用費、役

務費、委託料、使用料及び賃

借料、工事請負費、備品購入

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 管

理検診

費 

 

 

 

 

 

 別表５に定める事項の区分

ごとの延数に当該事項に係る

管理検診欄の単価を乗じて得

た額の合計額 

 

  事項別延数×単価 

 

 

 感染症法第５３条の１３の

規定による精密検査のために

必要な報酬、給料（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、職員手当等（

ただし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、賃金

、報償費、旅費、需用費、役

務費、委託料、使用料及び賃

借料、工事請負費、備品購入

費 

 

 

７ 患 

者移送 

費 

 

 

 

 

 

 

 適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症法第２１条及び第４

７条の規定に基づき行う感染

症患者の移送のために必要な

需用費（消耗品費、燃料費、

修繕料、医療材料費）役務費

（通信運搬費、手数料、自動

車損害保険料、自動車重量税

）、委託料、使用料及び賃借
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  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 物

件、建

物に係

る措置

及び交 

通の制

限及び

遮断に 

要する

防疫作

業諸費 

 

 

 

（１）物件に係る措置  

     適正な実支出額 

 

（２）建物に係る措置 

    適正な実支出額 

 

（３）交通の制限及び遮断 

    適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 感染症法第２９条第２項及

び第３２条並びに第３３条（

第５０条第１項を含む）の規

定に基づき行う防疫作業のた

めに必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

賃金、報償費、需用費（消耗

品費、燃料費、食料費、印刷

製本費、光熱水費、修繕料、

賄材料費、医薬材料費）、役

務費（通信運搬費、広告料）

、委託料、使用料及び賃借料

、工事請負費、原材料費 

 

 

９ 感

染症の

病原体

に汚染

された

場所及

び物件

の消毒

方法に

要する

経費 

 

 

 

 

 

 

（１）特殊勤務手当 

     290円×特殊勤務従事延

べ日数 

（特殊勤務とは感染症法

第６条２項、３項、７項

、８項及び９項に定める

感染症の病原体に汚染さ

れている区域において行

う患者の看護、または当

該病菌に汚染された物件

若しくは疑いのある物件

の処理作業に従事するこ

とをいう。）   

 

（２）消毒方法に要する経費 

    適正な実支出額 

 

 感染症法第２７条第２項及

び第２９条第２項（第５０条

第１項を含む）の規定に基づ

いて行う消毒に必要な手当、

報酬、給料（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、職員手当等（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、賃金、需用

費（消耗品費、燃料費、光熱

水費、修繕料、医薬材料費）

、役務費（通信運搬費、手数

料）、委託料、使用料及び賃

借料、工事請負費、原材料費

、備品購入費  
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10 ね

ずみ族

､昆虫

等の駆

除に要

する経

費 

 

 

 

 

 

 

 適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症法第２８条第２項（

法第５０条第１項を含む）の

規定に基づいて行うねずみ族

、昆虫等の駆除に必要な賃金

、報酬、給料（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、需用費（

消耗品費、燃料費、光熱水費

、印刷製本費、修繕料、医薬

材料費）役務費（通信運搬費

、手数料）、委託料、使用料

及び賃借料、原材料費、備品

購入費 

 

 

11 防

疫用備

品費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あらかじめ厚生労働大臣の

承認を受けた品目及び員数に

つき次により算定した額の合

計額 

 

１ 患者移送用自動車 

    適正な単価 

 

２ 患者移送用陰圧装置 

   適正な単価 

 

３  ろ水器 

    適正な単価 

 

４ 噴霧器 

   適正な単価 

 

５ 病原体等検査用備品 

 

 防疫業務用設備備品の購入

に必要な備品購入費 
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  別表３に掲げる品目につ

いて適正な単価 

 

６ 災害防疫用備品 

  次に掲げる品目について

適正な単価 

（１）野営テント、寝台及び

  寝具 

 

（２）作業用装具 

 

（３）無線機 

 

（４）拡声器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感 

    

 染 

     

 症 

    

 予 

 

 防 

     

 事 

     

 業 

    

 費 

     

 市 

     

 

１ 感

染症の

病原体

に汚染

された

場所及

び物件

の消毒

方法に

要する

経費 

 

 

 

 

 

 

（１）特殊勤務手当 

   290円×特殊勤務従事延

べ日数 

   （特殊勤務とは感染症

法第６条２項、３項、７

項、８項及び９項に定め

る感染症の病原体に汚染

されている区域において

行う患者の看護、または

当該病菌に汚染された物

件若しくは疑いのある物

件の処理作業に従事する

ことをいう。） 

 

（２）消毒方法に要する経費 

   適正な実支出額 

 

 感染症法第２７条第２項及

び第２９条第２項（第５０条

第１項を含む）の規定に基づ

いて行う消毒に必要な手当、

報酬、給料（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、職員手当等（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、賃金、需用

費（消耗品費、燃料費、光熱

水費、修繕料、医薬材料費）

、役務費（通信運搬費、手数

料）、委託料、使用料及び賃

借料、工事請負費、原材料費

、備品購入費  

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

（東京

都（感

染症法

第５７

条第４

号の規

定に係

る部分

に限る

。）政

令市及

び特別

区が行

う事業

にあっ

ては1/
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 町 

   

 村 

  

 支 

 

 弁 

   

 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ） 

 

  

（３の

（１） 

のアの 

（イ） 

の市町 

村が支 

弁する 

費用に 

対し都 

道府県 

が行う 

負担事 

業につ 

いて、 

激甚法 

第１９ 

条に該 

当する 

場合は

2/3） 

 

 

 

２ ね

ずみ族

､昆虫

等の駆

除に要

する経

費 

 

 

 

 

 

 

 適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症法第２８条第２項（

第５０条第１項を含む）の規

定に基づいて行う市町村のね

ずみ族、昆虫等の駆除に必要

な賃金、報酬、給料（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、需

用費（消耗品費、燃料費、光

熱水費、印刷製本費、修繕料

、医薬材料費）、役務費（通

信運搬費、手数料）、委託料

、使用料及び賃借料、原材料

費、備品購入費 

 

 

３ 生

活の用 

に供さ

れる水

の供給 

に要す

る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症法第３１条第２項（

第５０条第１項を含む）の規

定に基づいて行う生活の用に

供される水の供給に必要な報

酬、給料（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、職員手当等（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、賃金、報償費

、需用費（消耗品費、燃料費

、食料費、印刷製本費、光熱

水費、修繕料、医薬材料費）

、役務費（通信運搬費、広告

料、手数料）、委託料、使用

料及び賃借料、原材料費、備

品購入費 
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 感 

  

 

 

 

 染 

  

 

 

 

 症 

 

 

 

 

 対 

  

 

 

 

 策 

  

 

 

 

 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感 

 

 

 染 

 

 

 症 

 

 

 発 

 

 

 生 

 

 

 動 

 

 

 向 

 

 

 調 

 

 

 査 

 

 

 事 

 

 

 業 

 

 

 

 

 

 

事業運

営費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次により算定した額の合計額

   ア 本庁分 

   適正な実支出額 

    イ 保健所分 

   適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症法第１４条、第１４

条の２、第１５条（第２項及

び第６項を除く。）、第１５

条の２、第１５条の３、第１

６条第１項、第１６条の３（

第１項、第３項、第７項から

第１０項まで）、第２６条の

３（第１項、第３項（第４４

条の３の５第６項及び第５０

条の６第６項において準用す

る場合を含む。）、第５項か

ら第８項まで。第５０条にお

いて準用する場合を含む。）

及び第２６条の４（第１項、

第３項、第５項から第８項ま

で。第５０条において準用す

る場合を含む。）、第４４条

の３の５（第３項から第５項

まで）、第４４条の１１（第

１項、第３項、第５項から第

８項まで）並びに第５０条の

６（第３項から第５項まで）

の規定に基づく感染症の発生

動向の把握、調査、病原体等

の検査及び情報の公表等に係

る必要な報酬、給料（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、報

償費、旅費、賃金、需用費（

備品費、消耗品費、医薬材料

費、燃料費、光熱水費、食糧

費、印刷製本費）、役務費、

委託料、使用料及び賃借料、

負担金 

 

１／２ 
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定点医

療機関

報告経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

（１）患者定点医療機関分 

  ア 疑似症定点以外 

   適正な実支出額 

  イ 疑似症定点 

   適正な実支出額 

 

（２）病原体定点医療機関分 

   適正な実支出額 

 

  感染症法第１４条、第１４

条の２及び第１５条（第２項

及び第６項を除く。）の規定

に基づく感染症の発生動向の

把握の実施に必要な報酬、報

償費、委託料、負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査実

施費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

（１）検査費 

   適正な実支出額 

 

（２）精度管理費 

 

  ア 検査機器管理料（別 

表３に掲げる品目に限る） 

  適正な実支出額 

 

  イ 精度管理研修会経費 

  適正な実支出額 

 

ウ 外部精度評価参加経

費 

  適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

  感染症法第１４条、第１４

条の２、第１５条（第２項及

び第６項を除く。）、第１５

条の２、第１５条の３、第１

６条の３（第１項、第３項、

第７項から第１０項まで）、

第２６条の３（第１項、第３

項（第４４条の３の５第６項

及び第５０条の６第６項にお

いて準用する場合を含む。）

、第５項から第８項まで。第

５０条において準用する場合

を含む。）及び第２６条の４

（第１項、第３項、第５項か

ら第８項まで。第５０条にお

いて準用する場合を含む。）

、第４４条の３の５（第３項

から第５項まで）、第４４条

の１１（第１項、第３項、第

５項から第８項まで）並びに

第５０条の６（第３項から第

５項まで）の規定に基づく感

染症の発生動向の把握、調査

並びに病原体等の検査及び当

該検査の精度管理に係る必要
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な報酬、給料（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、報償費、

旅費、賃金、需用費（備品費

、消耗品費、医薬材料費、燃

料費、光熱水費、食糧費、印

刷製本費）、役務費、委託料

、使用料及び賃借料、負担金 

 

 

 密  

 入  

 国  

 検  

 疫  

 等  

 事  

 業  

 費 

 

 

 

 

 

密入国 

検疫等 

事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 適正な実支出額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検疫法第２２条第３項及び

２３条第３項（同条第６項に

おいて準用する場合を含む。

）の規定に基づき保健所長の

とる措置に直接必要な報酬、

給料（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る）

、職員手当等（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、賃金、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、燃料

費、食糧費、光熱水費、印刷

製本費、医薬材料費）、役務

費（通信運搬費）、委託料、

使用料及び賃借料、原材料費 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（感染症医療費負担金） 

 

項 

 

 

1区

分 

 

2種目 

 

 

３ 基 準 額 

 

 

４ 対 象 経 費 

 

 

5補助

率 

 

感 

染 

症 

 

感 

染 

症 

 

感染症

患者入

院等医

 

 適正な実支出額 

 

 感染症法第３７条第１項、

第４２条第１項、第４４条の

３の２第１項、第４４条の３

 

３／４ 
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対 

策 

費 

 

 

 

 

患 

者 

入 

院 

等 

医 

療 

費 

療費 

 

 

 

 

 

 

の３第１項、第５０条の３第

１項及び第５０条の４第１項

の規定に基づいて都道府県が

支弁する感染症患者（結核患

者を除く。）の医療療養費（

平成７年６月１６日厚生省発

健医第１８９号通知に定める

自己負担額の認定基準により

算出した自己負担額を控除し

た額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（予防接種対策費負担金） 

 

項 

 

1区分 

 

2種目 

 

３ 基 準 額 

 

４ 対 象 経 費 

 

5補助率 

 

 感 

  

 染 

  

 症 

  

 対 

  

 策 

  

 費 

 

 

 予 

 防 

 接 

 種 

 事 

 故 

 救 

 済 

 給 

 付 

 費 

 

 

市町村

又は特

別区の

支弁に

対する

都道府

県の負 

担 

 

 

 

 

 

 予防接種法第１５条第１項

及び昭和５１年一部改正法附

則第３条第１項の規定による

給付に要した額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ類疾病に係る医療費、医

療手当、障害児養育年金、障

害年金、死亡一時金、葬祭料

、介護加算額及びＢ類疾病に

係る医療費、医療手当、障害

年金、遺族年金、遺族一時金

、葬祭料の給付に必要な補償

、補填及び賠償金等 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

（疾病予防対策事業費等補助金） 

 

 項 

 

1区分 

 

 2種目 

 

      ３ 基 準 額 

 

     ４ 対 象 経 費 

 

5補助率 

 

 感 

 

 

 感 

 染 

 

感染症

予防体

 

  厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 感染症予防体制整備事業の実

施に必要な賃金、報酬、給料

 

１／２ 
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 染 

 

 

 

 

 

 症 

  

 

 

 

 

 対 

 

 

  

 

 

 策 

 

 

 

 

 

 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 症 

 対 

 策 

 特 

 別 

 促 

 進 

 事 

 業 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制整備

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、職

員手当等（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、報償費、謝金、会議費

、旅費、需用費（消耗品費、

印刷製本費、材料費、光熱水

費、燃料費、修繕料）、役務

費（通信運搬費、手数料、保

険料）、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費、補助及

び交付金  

 

 

結核対

策特別

促進事

業 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額  

 

 

           

 

 

 結核対策特別促進事業の実

施に必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

賃金、報償費、旅費、需用費

、役務費、委託料、使用料及

び賃借料、備品購入費、負担

金 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

新型イ

ンフル

エンザ

対策事

業 

 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 新型インフルエンザ対策事

業の実施に必要な報酬、賃金

、報償費、旅費、需用費（消

耗品費、印刷製本費、会議費

）、役務費、委託費、使用料

及び賃借料、負担金、補助及

び交付金 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

肝炎患

者等支

 

 次により算定した額の合計

額 

 

  肝炎患者等支援対策事業の

実施に必要な会議費、報酬、

 

１／２ 
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援対策

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）肝炎対策協議会の設置

、運営等事業 

     厚生労働大臣が必要と

認めた額 

 

（２）肝疾患診療地域連携体

制強化事業 

ア 肝疾患診療連携拠点

病院等連絡協議会の設

置 

       １都道府県当たり 

         325千円 

 

イ 肝疾患相談・支援セ

ンターの設置 

    １拠点病院当たり 

    11,132千円以内で厚生

労働大臣が必要と認め

た額 

 

ウ 市町村等技術支援等

事業 

厚生労働大臣が必要

と認めた額 

 

  エ 地域連携事業 

    厚生労働大臣が必要

と認めた額 

給料（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る）

、職員手当等（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、共済費、賃金、保

険料、報償費、旅費、需用費(

消耗品費、印刷製本費)、役務

費、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費、補助及び交

付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝炎治

療特別

促進事

業（医

療費） 

 

 

 次に規定する額の合計額の

うち、別に定めるところによ

り対象患者が保険医療機関又

は保険薬局に支払う額を控除 

した額 

 診療報酬の算定方法（平成

 

 肝炎治療特別促進事業の実

施に必要な負担金、補助及び

交付金、扶助費 

 

 

 

 

１／２ 
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２０年厚生労働省告示第５９

号）により算定した額の合計

額から医療保険各法又は高齢

者の医療の確保に関する法律

の規定による医療に関する給

付に関し保険者又は市町村が

負担すべき額を控除した額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝炎治

療特別

促進事

業（事

務費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算出した額の合計

額 

 

（１）審査支払事務費 

  （国保分）審査支払件数

×94円 

  （社保分）審査支払件数

×78円20銭 

 

（２）受給者証等作成費 

      厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

（３）肝炎認定協議会費 

      厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

（４）普及啓発費 

      厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

（５）システム改修等経費 

   厚生労働大臣が必要と

認めた額 

 

  肝炎治療特別促進事業の実

施に必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

共済費、賃金、報償費、旅費

、会議費、需用費（消耗品費

、印刷製本費）、委託料、使

用料及び賃借料、役務費、備

品購入費、負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域薬

剤耐性

対策推

進モデ

ル事業 

 

１都道府県当たり 

     8,189,000円 

 

 地域薬剤耐性対策推進モデル

事業の実施に必要な報酬、給

料（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

職員手当等（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、賃金、旅費、需用費

（消耗品費、印刷製本費、会

議費）、役務費、委託費、使

用料及び貸借料 

 

１／２ 

 

 特 

 定 

 感 

 染 

 症 

 検 

 査 

 等 

 事 

 業 

 費 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性感染

症・Ｈ

ＴＬＶ

－１検

査及び

相談事

業、風

しん抗

体検査

事業、

麻しん

抗体検

査事業

、エム

ポック

ス検査

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

次により算定した額の合計額

１ 性感染症・ＨＴＬＶ－１ 

 検査及び相談事業 

（１）検査費          

   ア  性器クラミジア感染

症 

     1,880円×検査延件数 

 

   イ 性器ヘルペスウイル

ス感染症          

     790円×検査延件数 

 

   ウ 尖圭コンジローマ   

      790円×検査延件数 

 

  エ 梅毒            

   （ア）ＳＴＳ検査       

       150円×検査延件数 

  

  （イ）ＴＰＨＡ検査 

       320円×検査延件数 

 

   （ウ）ＦＴＡ－ＡＢＳ検

査 

 

１ 保健所等における性器ク

ラミジア感染症、性器ヘル

ペスウイルス感染症、尖圭

コンジローマ、梅毒、淋菌

感染症及びＨＴＬＶ－１の

検査並びに相談事業に必要

な諸謝金、賃金、報酬、給

料（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会

計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、旅費、需

用費（消耗品費、燃料費、

印刷製本費、光熱水費、修

繕料、医薬材料費）、役務

費（通信運搬費、手数料、

保険料）、委託料         

        

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 
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    1,340円×検査延件数 

 

  オ 淋菌感染症 

    1,980円×検査延件数 

  

  カ ＨＴＬＶ－１検査 

  （ア）スクリーニング検

     査   

     850円×検査延件数 

 

  （イ）確認検査 

    4,250円×検査延件数 

 

    （ウ）精密検査 

    4,500円×検査延件数 

 

（２）旅費                

  ア 都道府県分（沖縄県

を除く）             

1,120円×勧奨検査の

為出動した延人員数 

                     

イ 政令市及び特別区分 

470円×勧奨検査の為

出動した延人員数     

                

  ウ 沖縄県分 

4,220円×勧奨検査 

の為出動した延人員数 

   

 

（３）相談事業費 

   相談員（医師） 

   13,500円×12回×１人 

（ただし厚生労働大臣

が必要と認めた場合は

、その認めた回数） 
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２ 風しん抗体検査事業 

ア 検査費 

   6,750円×件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 普及啓発費 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 麻しん抗体検査事業  

ア 検査費  

   6,750円×件数  

 

 

 

２ 

ア 検査費 

 医療機関等委託又は保健所

による風しん抗体検査に必要

な諸謝金、賃金、旅費、報酬

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）、旅費、需用費（

消耗品費、燃料費、印刷製本

費、光熱水費、修繕費、医薬

材料費）、役務費（通信運搬

費、手数料、保険料）、委託

費、使用料及び賃借料、負担

金、補助及び交付金 

 

イ 普及啓発費 

 風しん抗体検査の普及啓発

に必要な諸謝金、賃金、報酬

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）、旅費、需用費（

消耗品費、燃料費、印刷製本

費、光熱水費、医薬材料費）

、役務費（通信運搬費、手数

料、保険料）、委託費、使用

料及び賃借料 

 

３  

ア 検査費  

 医療機関等委託又は保健所

による麻しん抗体検査に必要

な諸謝金、賃金、旅費、報酬
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イ 普及啓発費  

 厚生労働大臣が必要と認め

た額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ エムポックス検査事業  

ア 検査費  

   5,000円×件数  

 

 

 

 

 

 

 

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）、旅費、需用費（

消耗品費、燃料費、印刷製本

費、光熱水費、修繕費、医薬

材料費）、役務費（通信運搬

費、手数料、保険料）、委託

費、使用料及び賃借料、負担

金、補助及び交付金  

 

イ 普及啓発費  

 麻しん抗体検査の普及啓発

に必要な諸謝金、賃金、報

酬、給料（ただし会計年度

任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（た

だし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、旅

費、需用費（消耗品費、燃

料費、印刷製本費、光熱水

費、医薬材料費）、役務費

（通信運搬費、手数料、保

険料）、委託費、使用料及

び賃借料  

 

４  

ア 検査費  

 医療機関等委託又は保健所

によるエムポックス検査に

必要な諸謝金、賃金、旅費

、報酬、給料（ただし会計

年度任用職員へ支給される

ものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）
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イ 普及啓発費  

 厚生労働大臣が必要と認め

た額  

 

、旅費、需用費（消耗品費

、燃料費、印刷製本費、光

熱水費、修繕費、医薬材料

費）、役務費（通信運搬費

、手数料、保険料）、委託

費、使用料及び賃借料、負

担金、補助及び交付金  

 

イ 普及啓発費  

 エムポックス検査の普及啓

発に必要な諸謝金、賃金、

報酬、給料（ただし会計年

度任用職員へ支給されるも

のに限る）、職員手当等（

ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、

旅費、需用費（消耗品費、

燃料費、印刷製本費、光熱

水費、医薬材料費）、役務

費（通信運搬費、手数料、

保険料）、委託費、使用料

及び賃借料  

 

 

 

ＨＩＶ

抗体検

査及び

エイズ

に関す

る相談

事業 

 

 

 

 

 

 

 次の１～３により算定した

額の合計額 

 

１ 保健所実施分 

（１）検査・相談事業費 

  ①抗体スクリーニング検査

 及び相談（9:00～17:00） 

         1,750円×件数 

  ②抗体スクリーニング検査

 及び相談（17:00～） 

        2,180円×件数 

 ③抗体スクリーニング検査

 

 

 

 

１ 保健所において実施する

ＨＩＶ抗体検査・相談事業

に必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給

されるものに限る）、職員

手当等（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに

限る）、共済費、賃金、報

償費、国内旅費、需用費（

 

１／２ 
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 及び相談（土日） 

      2,360円×件数 

 ④確認検査 

      2,800円×件数 

 ⑤郵送検査  

       3,000円×件数 

 

 

（２）人件費（臨時雇用して

 いる場合のみ） 

 ①医師 

  21,700円×検査実施日数 

 ②看護師等 

  6,500円×検査実施日数 

 

２ 委託実施分 

（１）検査・相談委託 

 

 ①抗体スクリーニング検査

 及び相談 

      5,340円×件数 

 ②確認検査 

      2,800円×件数 

 ③エイズ 治療拠点病院分 

      3,730円×件数 

 ④郵送検査  

       3,000円×件数 

 

（２）相談委託 

      2,700円×件数 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費、医薬材料費、燃

料費、印刷製本費、光熱水

費）、役務費（通信運搬費

、手数料、保険料、保管料

、広告料）、委託費、使用

料及び賃借料、備品購入費

、負担金 

 ただし、（１）⑤にあって

は、受検者が自己負担する経

費（受検者への検査キット送

付や受検者からの検体送付に

要する経費）を除く。 

 

 

 

２ 委託して実施するＨＩＶ

抗体検査・相談事業に必要

な報酬、給料（ただし会計

年度任用職員へ支給される

ものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）

、共済費、賃金、報償費、

国内旅費、需用費（消耗品

費、医薬材料費、燃料費、

印刷製本費、光熱水費）、

役務費（通信運搬費、手数

料、保険料、保管料、広告

料）、委託費、使用料及び

賃借料、備品購入費、負担

金 

  ただし、（１）④にあっ

ては、受検者が自己負担す

る経費（受検者への検査キ

ット送付や受検者からの検

体送付に要する経費）を除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重点都道府県等特別対策

 事業 

 検査・相談体制の整備のた

めの会場の使用料及び賃借料

に係る経費のうち、適正な実

支出額 

 

 

３ 重点都道府県等特別対策

事業の実施に必要な委託費

（ただし会場の賃借料相当

額に限る）、使用料及び賃

借料 

 

 

ウイル

ス性肝

炎患者

等の重

症化予

防推進 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次により算定した額の合計額 

（１）肝炎ウイルス検査費 

  （保健所実施） 

   実施方法別に次表の基

  準単価に受診人員を乗じ

  た額 

 

 

（１）～（３） 肝炎ウイル

ス検査及び相談事業に必要

な諸謝金、報酬、給料（た

だし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、職

員手当等（ただし会計年度

任用職員へ支給されるもの

に限る）、共済費、賃金、

旅費、需用費（消耗品費、

燃料費、印刷製本費、光熱

水費、修繕料、医薬材料費

）、役務費（通信運搬費、

手数料、保険料、保管料、

広告料）、委託料、使用料

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法 

 

基準単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型 

(Ｂ型+Ｃ型希望) 

 

Ｂ型希望なし 

 

Ｃ型希望なし 

      円 

  2,222 

   

  1,254 

  

  968 
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（２）肝炎ウイルス検査費 

  （委託医療機関） 

   厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

（３）相談事業費 

   相談員（医師） 

   13,500円×12回×１人 

（ただし厚生労働大臣

が必要と認めた場合は

、その認めた回数） 

 

（４）職域検査促進事業 

厚生労働大臣が必要と 

認めた額  

 

 

（５）陽性者のフォローアッ

プ 

   厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

 

（６）初回精密検査・定期検

査費用の助成 

   厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び賃借料、備品購入費、

負担金 

 

（４）職域検査促進事業に必

要な報酬、給料（ただし会

計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る

）、共済費、賃金、旅費、

需用費（消耗品費、印刷製

本費）、使用料及び賃借料

、役務費（通信運搬費）、

委託料 

 

（５）陽性者のフォローアッ

プ事業に必要な旅費、需用

費（消耗品費、印刷製本費

）、役務費（通信運搬費）

、委託料 

 

（６）初回精密検査・定期検

査費用の助成に必要な報酬

、給料（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに

限る）、職員手当等（ただ

し会計年度任用職員へ支給

されるものに限る）、共済

費、賃金、報償費、旅費、

会議費、需用費（消耗品費

、印刷製本費）、役務費、

委託料、使用料及び賃借料

、備品購入費、負担金、補

助及び交付金、扶助費 
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肝 

 が 

 ん 

 ・ 

 重 

 度 

 肝 

 硬 

 変 

 治 

療 

研 

究 

促 

 進 

 事 

 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝がん 

・重度 

肝硬変 

治療研 

究促進 

事業 

（医療 

費） 

 

 

 

 

 

 

 次に規定する額の合計額の 

うち、別に定めるところによ

り対象患者が保険医療機関及

び保険薬局に支払う額を控除

した額 

 診療報酬の算定方法（平成

２０年厚生労働省告示第５９

号）により算定した額の合計

額から医療保険各法又は高齢

者の医療の確保に関する法律

の規定による医療に関する給

付に関し保険者又は市町村が

負担すべき額を控除した額 

 

 

  肝がん・重度肝硬変治療研

究促進事業の実施に必要な負

担金、補助及び交付金、扶助

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝がん 

・重度 

肝硬変 

治療研 

究促進 

事業 

（事務 

費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

（１）審査支払事務費  

   （国保分）審査支払件数 

       ×94円 

  （社保分）審査支払件数  

         ×78円20銭 

（２）参加者証等作成費 

      厚生労働大臣が必要と 

    認めた額 

（３）肝がん・重度肝硬変認 

  定協議会費 

      厚生労働大臣が必要と 

    認めた額 

（４）普及啓発費 

      厚生労働大臣が必要と 

    認めた額 

（５）システム改修等経費 

      厚生労働大臣が必要と 

    認めた額 

 

 肝がん・重度肝硬変治療研

究促進事業の実施に必要な報

酬、給料（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、職員手当等（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、共済費、賃金

、報償費、旅費、会議費、需

用費（消耗品費、印刷製本費

）、委託料、使用料及び賃借

料、役務費、備品購入費、負

担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 
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予防

接種 

セン 

ター 

機能 

推進 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防接

種セン

ター機

能推進

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

（１）平日・時間内での予防 

  接種の実施、情報提供、

  接種前後の医療相談事 

  業、医療従事者向け研修

  等 

   １都道府県当たり 

    2,452,000円 

 

 

（２）休日・時間外での予防

  接種の実施 

   １都道府県当たり 

    1,086,000円 

 

 ※ （１）・（２）ともに

、予防接種センターが行

う予防接種経費は除く 

 

（３）ワクチン流通情報収集

等事業 

   １都道府県当たり 

   1,932,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）予防接種に関する知見

の創出、予防接種・感染

 

 

 

 

（１）平日・時間内での予防

接種センター機能推進事 

  業に必要な旅費（国内に

  限る）、報償費、需用費

  （消耗品費、印刷製本 

  費）、役務費（通信運搬

  費）、委託料、使用料及

  び賃借料、備品購入費 

 

（２）休日・時間外での予防

接種センター機能推進事

業に必要な報償費、役務

費（通信運搬費） 

 

 

 

 

 

（３）ワクチン流通情報収集

等事業に必要な報酬、給

料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに

限る）、職員手当等（た

だし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）

、諸謝金、旅費（国内に

限る）、会議費、需用費

（消耗品費、印刷製本費

）、役務費（通信運搬費

）、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費） 

 

（４）予防接種に関する知見

の創出、予防接種・感染

 

１／２ 
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症に関わる人材の教育、

地域支援の実施 

    １都道府県当たり 

   5,577,000円 

症に関わる人材の教育、

地域支援の事業に必要な

報酬、給料（ただし会計

年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手

当等（ただし会計年度任

用職員へ支給されるもの

に限る）、諸謝金、旅費

（国内に限る）、会議費

、需用費（消耗品費、印

刷製本費）、役務費（通

信運搬費）、委託料、使

用料及び賃借料、備品購

入費） 

 

 

 ポ 

 リ 

 オ  

 生 

 ワ 

 ク 

 チ 

 ン 

 ２ 

 次 

 感 

 染 

 対 

 策 

 事 

 業 

 

 

 

 

 

 

ポリオ 

生ワク 

チン２ 

次感染 

対策事 

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

（１） 医療費 

次に掲げる医療に要し

た費用の額を限度とする

。ただし、予防接種法施

行令第１０条第１項ただ

し書きに定める法令の規

定により医療に関する給

付を受け、又は受けるこ

とができた場合には、当

該費用に要した費用の額

から当該医療に関する給

付の額を控除した額とす

ること。 

 

  ア 診察 

 

  イ 薬剤又は治療材料の

支給 

 

 

 ポリオ生ワクチンの定期接

種から２次感染したことによ

る医療費、医療手当、特別手

当、死亡一時金、葬祭料の給

付に必要な補償、補填及び賠

償金等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 
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  ウ 医学的処置、手術及

びその他の治療並びに

施術 

 

エ 居宅における療養上

の管理及びその療養に

伴う世話その他の看護 

 

オ 病院又は療養所への

入院及びその療養に伴

う世話その他の看護 

 

カ 移送 

 

（２）医療手当 

医療手当の支給額は、

１月につき、次の区分に

従い、当該区分に定める

額とする。 

  ア その月において（１

）のアからエに規定す

る医療を受けた日数が

３日以上の場合 

         39,900円 

 

 イ その月においてアに

規定する医療を受けた

日数が３日未満の場合 

         37,900円 

 

ウ その月において（１

）のオに規定する医療

を受けた日数が８日以

上の場合 

         39,900円 

 

エ その月においてウに
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規定する医療を受けた

日数が８日未満の場合 

         37,900円 

 

オ 同一の月において（

１）のアからエに規定

する医療と（１）のオ

に規定する医療とを受

けた場合 

         39,900円 

 

（３）特別手当 

  ア 障害児の養育に対す 

る特別手当 

   一 別表６に定める１ 

    級の障害の状態にあ 

    る者   

        952,800円 

 

   二 別表６に定める２ 

    級の障害の状態にあ 

    る者 

         762,000円 

 

  イ 18歳以上の障害者に

対する特別手当 

   一 別表７に定める１ 

    級の障害の状態にあ 

    る者 

        3,045,600円 

 

   二 別表７に定める２ 

    級の障害の状態にあ 

    る者 

         2,436,000円 

 

（４）死亡一時金 
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  ア 死亡した者が生計維

持者であった場合の遺

族に対する一時金 

厚生労働大臣が必要 

     と認めた額 

 

  イ 死亡した者が生計維

持者でなかった場合の

遺族に対する一時金 

        7,992,000円 

 

（５）葬祭料     

  

        219,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型

コロ

ナワ

クチ

ン副

反応

相談

体制

構築

事業 

 

 

新型コ

ロナワ

クチン

副反応

相談体

制構築

事業費

（都道

府県設

置副反

応相談

コール

センタ

ー）  

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

新型コロナワクチン副反応

相談体制構築事業（都道府県

設置副反応相談コールセンタ

ー）に必要な報酬、給料（た

だし会計年度任用職員へ支給

されるものに限る）、職員手

当等（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る）

、共済費、賃金、報償費、役

務費（通信運搬費、手数料、

保険料、保管料、広告料）、

委託費 

 

１／２ 

 

新型コ

ロナワ

クチン

副反応

相談体

制構築

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額  

 

 新型コロナワクチン副反応

相談体制構築事業費（副反応

相談協力医療機関）に必要な

報酬、給料（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、職員手当等（ただし

 

１／２ 
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事業費 

（副反

応相談

協力医

療機関

） 

  

 

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、共済費、賃

金、報償費、役務費（通信運

搬費、手数料、保険料、保管

料、広告料）、委託費 

 

マイ

ナン

バー

情報

連携

体制

整備

事業 

 

 

マイナ

ンバー

情報連

携体制

整備事

業費 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

予防接種法に基づく定期接

種に係るマイナンバー情報連

携体制整備事業に必要な使用

料及び賃借料、需用費、役務

費、委託費、備品購入費、負

担金 

 

２／３ 

 

 

 

 エ 

  

 イ 

 

 ズ 

 

 対 

 

 策 

 

 促 

 

 進 

 

 事 

 

 業 

 

エイズ 

対策促

進事業

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エイズ対策促進事業に必要

な報酬、給料（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、共済費、

賃金、報償費、国内旅費、外

国旅費、需用費（消耗品費、

医薬材料費、燃料費、食糧費

、印刷製本費、光熱水費、修

繕料）、役務費（通信運搬費

、手数料、保険料、保管料、

広告料）、委託費、使用料及

び賃借料、備品購入費、負担

金 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方ブ

 

 厚生労働大臣が必要と認め

 

  地方ブロックエイズ対策促

 

10／10 
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ロック 

エイズ 

対策促

進事業

費 

 

 

 

 

 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進事業に必要な報酬、給料（

ただし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、職員

手当等（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、共済費、賃金、報償費、

国内旅費、需用費（消耗品費

、燃料費、食糧費、印刷製本

費、光熱水費、修繕料）、役

務費（通信運搬費、手数料、

保険料、保管料、広告料）、

委託費、使用料及び賃借料、

備品購入費、負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公費

負担

医療

対応

シス

テム

改修

事業 

 

 

公費負

担医療

対応シ

ステム

改修事

業 

 

  厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 

公費負担医療対応システム

改修事業に必要な使用料及び

賃借料、需用費、役務費、委

託費、備品購入費 

 

 

 

 

10／10 

 

抗菌

薬確

保支

援事

業 

 

抗菌薬

確保支

援事業 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

「抗微生物薬適正使用の手

引き」に則り、適正使用の推

進を図った抗菌薬の数量に当

該薬剤の薬価を乗じて得た額 

 

10／10 
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感染

症臨

床研

究体

制構

築事

業 

 

感染症

臨床研

究体制

構築事

業 

 

１医療機関当たり 

20,000,000円 

 

 感染症臨床研究体制構築事

業に必要な諸謝金、賃金、報

酬、給料（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、職員手当等（ただし会

計年度任用職員へ支給される

ものに限る）、報償費、旅費

、需用費（消耗品費、燃料費

、印刷製本費、光熱水費、医

薬材料費）、役務費、委託費

、使用料及び賃借料、備品購

入費 

 

 

10／10 

 

感染

症危

機管

理リ

ーダ

ーシ

ップ

人材

育成

事業 

 

感染症

危機管

理リー

ダーシ

ップ人

材育成

事業 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

感染症危機管理リーダーシ

ップ人材育成事業に必要な諸

謝金、賃金、報酬、給料（た

だし会計年度任用職員へ支給

されるものに限る）、職員手

当等（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る）

、旅費、役務費、委託料、負

担金 

 

１／２ 

 

予防計

画訓練

等事業 

 

１都道府県、政令市及び特

別区当たり 642,000円 

 

予防計画訓練等事業に必要

な諸謝金、賃金、報酬、給料

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、職

員手当等（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、印刷製本費、光

熱水費、医薬材料費）、役務

費、委託料、使用料及び賃借

料、負担金 

 

 

１／２ 
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病原

体検

査体

制訓

練事

業 

 

病原体

検査体

制訓練

事業 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 病原体検査体制訓練事業に

必要な諸謝金、賃金、報酬、

給料、職員手当等、報償費、

旅費（国内旅費）、需用費（

図書購入費、燃料費、消耗品

費、印刷製本費、光熱水費、

修繕費、医薬材料費）、役務

費（通信運搬費、手数料、保

険料、保守料、広告料）、委

託料、使用料及び賃借料、備

品購入費 

 

10／10 

 

肝炎

情報

セン

ター

戦略

的強

化事

業 

 

 

肝炎情

報セン

ター戦

略的強

化事業 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

肝炎情報センター戦略的強

化事業の実施に必要な報償費

、旅費、需用費（消耗品費、

印刷製本費）、役務費（雑役

務費、通信運搬費）、会議費

、使用料及び賃借料、賃金、

委託料、備品購入費 

 

10／10 

 

肝炎

研究

基盤

整備

事業 

 

肝炎研

究基盤

整備事

業  

 

 28,234,000円  

 

肝炎研究基盤整備事業の実施

に必要な報酬、給料、職員手

当等、賃金、報償費、旅費、

需用費（消耗品費、印刷製本

費）、役務費、会議費、委託

料、使用料及び賃借料、備品

購入費 

 

10／10 
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全国

医療

情報

プラ

ット

フォ

ーム

連携

基盤

調査

事

業  

 

全国医

療情報

プラッ

トフォ

ーム連

携基盤

調査事

業  

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

全国医療情報プラットフォ

ーム連携基盤調査事業の実施

に必要な報酬、給料、職員手

当等、共済費、賃金、旅費、

需用費、役務費、委託料、使

用料及び賃借料、備品購入費

、手数料、事業費   

 

10／10 

 

予防

接種

事務

デジ

タル

化等

事業

（地

方公

共団

体分

）  

 

予防接

種事務

デジタ

ル化等

事業（

地方公

共団体

分）  

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額  

 

 予防接種事務デジタル化等

事業の実施に必要な使用料及

び賃借料、需用費、役務費、

委託費、備品購入費、負担

金  

 

１／２ 

 

予防 

接種 

事故 

発生 

調査 

費 

 

 

予防接 

種事故 

発生調

査費 

 

 

 

 

 239,000円×事故調査件数 

 

 

 

 

 

 

 

 予防接種健康被害調査委員

会が行う予防接種による健康

被害に関する調査等に必要な

報酬、報償費、旅費、需用費

（食糧費、印刷製本費）、使

用料及び賃借料           

 

 

２／３ 
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特 

 

 

 

定 

 

 

 

疾 

 

 

 

患 

 

 

 

等 

 

 

 

対 

 

 

 

策 

 

 

 

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

リウ

マチ

・ア

レル

ギー

特別

対策

事業 

 

 

 

リウマ

チ・ア

レルギ

ー特別

対策事 

業 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 リウマチ・アレルギー特別

対策事業の実施に必要な報酬

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）、報償費、旅費、

需用費（消耗品費、食糧費、

印刷製本費）、役務費（通信

運搬費）、委託料、使用料及

び賃借料 

  

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 療 

 養 

 生 

 活 

 環 

 境 

 整 

 備 

 事 

 業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難病相

談支援

センタ

ー事業 

 

 

 

 

 

 

１都道府県、指定都市当たり 

 

 23,514,000円とする。 

 

 ただし、厚生労働大臣が必

要と認めた場合は１都道府県

、指定都市当たり 

 

 厚生労働大臣が認めた額と

する。 

 

 難病相談支援センター事業

の実施に必要な報酬、給料（

ただし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、職員

手当等（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、共済費、報償費、旅費、

需用費（消耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本費、医薬材

料費、光熱水費、修繕料）、

役務費、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費、負担金

、補助及び交付金 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難病患 

者等ホ 

ームヘ 

ルパー 

養成研 

修事業 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 難病患者等ホームヘルパー

養成研修事業に必要な報償

費、需用費、役務費、委託

料、負担金、使用料及び賃借

料 

 

 

 

１／２ 
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在宅人

工呼吸

器使用

患者支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅患者訪問看護・指導料

又は高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和57年法律第80

号）第78条に規定する訪問看

護療養費を算定できる回数を

超える訪問看護の費用の額は

、患者１人当たり年間260回を

限度に次のとおりとする。 

（１）医師による訪問看護指

示料 

１月に1回に限り3,000

円  

（２）訪問看護ステーション

が行う保健師、助産師、

看護師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士

による訪問看護の費用の

額 

   １回につき  8,450円 

 

（３）訪問看護ステーション

が行う准看護師による訪

問看護の費用の額 

   １回につき  7,950円 

 

（４）その他の医療機関が行

う保健師、助産師、看護

師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士によ

る訪問看護の費用の額 

   １回につき  5,550円

  

（５）その他の医療機関が行

う准看護師による訪問看

護の費用の額 

   １回につき  5,050円

 

 在宅人工呼吸器使用患者支

援事業に必要な報償費、委託

料、負担金、補助及び交付金

、扶助費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 
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 注：１日につき３回目の訪

問看護を前２回と同一訪

問看護ステーションで行

う場合にあっては、３回

目に対して次の金額とす

る。 

 

 ①保健師、助産師、看護師

、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士による訪問

の費用   

   １回につき   2,500円 

 

 ②准看護師による訪問看護

の費用 

   １回につき    2,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定難

病要支

援者証

明事業 

 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

  

指定難病要支援者証明事業の

実施に必要な報酬、給料（た

だし会計年度任用職員へ支給

されるものに限る）、職員手

当等（ただし会計年度任用職

員へ支給されるものに限る）

、共済費、報償費、旅費、需

用費、役務費、委託料、備品

購入費、負担金 

 

 

１／２ 

 

難 

病 

特 

別 

対 

策 

推 

 

難病医

療提供

体制整

備事業

等 

 

 

 

 次により算出した額 

 

（１）（２）以外の事業 

 １都道府県当たり 

 ア 人口500万人以上の場合 

     23,997千円 

 

 

 難病医療提供体制整備事業

等の実施に必要な報酬、給料

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、職

員手当等（ただし会計年度任

用職員へ支給されるものに限

る）、共済費、報償費、旅費

 

１／２ 
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進 

事 

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 人口150万人以上500万  

    人未満の場合 

     21,816千円 

 

 ウ 人口150万人未満の場合 

     20,962千円 

 

（２）在宅難病患者一時入院

 等事業 

 ア 一時入院事業 

  19,270円×実施日数 

 （実施日数は、原則１回当

  たり14日以内とする） 

 

 イ 在宅レスパイト事業 

  厚生労働大臣が必要と認

めた額 

、需用費（消耗品費、燃料費

、食糧費、印刷製本費、医薬

材料費、光熱水費、修繕料）

、役務費、委託料、使用料及

び賃借料、備品購入費、負担

金、補助及び交付金 

 ただし、旅費については（

１）及び（２）アの事業に限

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難病患

者地域 

支援対

策推進 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次表の管内保健所区分ごと

の基準単価に事業実施保健所

数（（１）から（５）の事業

のうち、１以上の事業を実施 

する場合）を乗じた額の合計

額 

 

 

 

 難病患者地域支援対策推進

事業の実施に必要な報酬、報

償費、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、食糧費、印刷製

本費、光熱水費）、役務費、

委託料、使用料及び賃借料、

備品購入費、負担金、補助及

び交付金 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     管内保健所区分 

 

 基準単価 

    

 

    

 

 

    

 

 

    

 

大保健所 

 

 

人口40万人以上 

 

 

 2,824千円 

 

 

中保健所 

 

 

人口10万人以上 

    40万人未満 

 

 1,540千円 
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小保健所 

 

人口10万人未満 

 

  855千円 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（１）在宅療養支援計画策定

・評価事業 

  

（２）訪問相談員育成事業 

 

（３）医療相談事業 

 

（４）訪問相談・指導事業 

 

（５）難病対策地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経難

病患者 

在宅医

療支援 

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算出した額の合計

額 

 

（１）支援チームの派遣等に

要する経費 

１都道府県等当たり 

   565,000円 

 

（２）確定診断（剖検）に要

する経費 

１回当たり 

471,000円×厚生労働大

臣が認めた実施回数 

 

 

 

 

  神経難病患者在宅医療支援

事業の実施に必要な報酬、給

料（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

職員手当等（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、報償費、旅費、需用

費（消耗品費、食糧費、印刷

製本費）、役務費（通信運搬

費）、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費、負担金、

補助及び交付金 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

（国立

大学法

人、国

立高度

専門医

療研究

センタ

ー、国

立健康

危機管

理研究

機構及

び独立

行政法

人国立

病院機

構 

につい

ては10

／10） 
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難病指

定医等

研修事

業 

 

 

 

 

 

  難病指定医等研修事業 

 研修開催経費 

   １都道府県・指定都市  

 当たり321,000円 

 

 

 

 

 

  難病指定医等研修事業の実

施に必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

報償費、旅費、需用費（消耗

品費、印刷製本費、食糧費）

、役務費（通信運搬費）、委

託料、使用料及び賃借料、負

担金、補助及び交付金 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定難

病審査

会事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次により算出した額の合計額 

                           

（１）指定難病審査会に要す

る経費   

      １都道府県、指定都市

当たり   

   1,176,000円          

      

（２）臨床調査個人票入力 

データ管理等経費 

   厚生労働大臣が必要と 

  認めた額 

 

 指定難病審査会事業の実施

に必要な報酬、給料（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、報

償費、旅費、需用費（消耗品

費、印刷製本費、食糧費）、

役務費（通信運搬費）、委託

料、使用料及び賃借料、負担

金、補助及び交付金 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定難

病患者 

情報提

供事業 

 

 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

  

 

  指定難病患者情報提供事業

の実施に必要な報酬、給料（

ただし会計年度任用職員へ支

給されるものに限る）、職員

手当等（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、共済費、旅費、需用費、

役務費、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費、負担金

 

１／２ 
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、補助及び交付金 

 

 

情報提

供ネッ

トワー

クシス

テム活

用環境

整備事

業 

 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

情報提供ネットワークシス

テム活用環境整備事業に必要

な需用費、役務費、委託料、

備品購入費、負担金 

２／３ 

 

臨床調

査個人

票電子

化等推

進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

ただし、医療機関について

は、１医療機関当たり 

   100,000円 

 

 

特定医療費支給事務におけ

る臨床調査個人票の電子化等

の環境整備に必要な需用費、

役務費、委託料、備品購入費

、負担金、補助金及び交付金 

１／２ 

（医療

機関に

ついて

は10/1

0） 
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慢性

腎臓

病（

ＣＫ

Ｄ）

特別 

対策

事業 

 

 

 

 

 

 

 

慢性腎

臓病（

ＣＫＤ

）特別

対策事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別 

対策事業の実施に必要な報酬

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）、共済費、報償費

、旅費、需用費（消耗品費、

印刷製本費）、役務費（通信

運搬費）、会議費、委託料、

使用料及び賃借料 

 ただし、共済費については

、慢性腎臓病（ＣＫＤ）診療

連携構築事業に限る。 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定

疾患

治療

研究

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定

疾患治

療研究

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の(１)及び(２)に規定す

る額の合計額のうち、別に定

めるところにより対象疾患患

者が医療機関に支払う額を控

除した額 

 

（１）「診療報酬の算定方法

（平成２０年厚生労働省告示

第５９号）」、「入院時食事

療養費に係る食事療養及び入

院時生活療養費に係る生活療

養の費用の額の算定に関する

基準（平成１８年厚生労働省

告示第９９号）」、「訪問看

護療養費に係る指定訪問看護

の費用の額の算定方法（平成

 

特定疾患治療研究事業の実

施に必要な委託料、負担金、

補助金及び交付金、扶助費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

（スモ 

ンにつ 

いては 

10／10

） 
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２０年厚生労働省告示第６７

号）」、「保険外併用療養費

に係る療養についての費用の

額の算定方法（平成１８年厚

生労働省告示第４９６号）」

若しくは「厚生労働大臣が指

定する病院の病棟における療

養に要する費用の額の算定方

法（平成２０年厚生労働省告

示第９３号）」により算定し

た額の合計額から医療保険各

法又は高齢者の医療の確保に

関する法律の規定による医療

に関する給付に関し保険者又

は市町村が負担すべき額及び

別に定める額を控除した額（

高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による医療を受け

る対象患者については、同法

の規定による一部負担金、入

院時食事療養標準負担額及び

入院時生活療養標準負担額並

びに基本利用料に相当する額

の合計額から別に定める額を

控除した額） 

 

（２）介護保険法第７条第３

項又は第４項に該当する対象

疾患患者に対する同法の規定

による訪問看護、訪問リハビ

リテーション、居宅療養管理

指導、介護療養施設サービス

、介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーション、

介護予防居宅療養管理指導及

び介護医療院サービスに関し

「指定居宅サービスに要する
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費用の額の算定に関する基準

（平成１２年２月厚生省告示

第１９号）」、「指定施設サ

ービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（平成１２

年２月厚生省告示第２１号）

」又は「指定介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に

関する基準（平成１８年厚生

労働省告示第１２７号）」に

より算定した額の合計額から

保険者が負担すべき額（介護

保険法第６９条第３項の規定

の適用がある場合にあっては

、当該規定が適用される前の

額）及び別に定める額を控除

した額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スモン

に対す

るはり

、きゅ

う及び

マッサ

ージ治

療研究

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はり等治療費として、月７

回を限度に次の金額とする。 

 

（１）はり１回につき、 

2,810円 

（初回 2,910円） 

 

（２）きゅう１回につき、 

2,810円 

（初回 2,910円） 

注、はり又はきゅうと併せて

、施術効果を促進するため、

はり、きゅうの業務の範囲内

において人の健康に危害を及

ぼすおそれのない電気針又は

電気温灸器を使用した場合に

あっては、１回につき、 

2,910円 

 

  スモンに対するはり、きゅ

う及びマッサージ治療研究事

業の実施に必要な委託料、負

担金、補助金及び交付金、扶

助費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10／10 
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（初回 3,010円） 

 

（３）はりときゅう２術併用

１回につき、 

3,930円 

（初回 4,030円） 

 

（４）はり又はきゅうとマッ

サージ２術併用１回につき、 

3,930円 

（初回 4,030円） 

注、はり又はきゅうと併せて

、施術効果を促進するため、

はり、きゅうの業務の範囲内

において人の健康に危害を及

ぼすおそれのない電気針又は

電気温灸器を使用した場合に

あっては、１回につき、 

4,030円 

（初回 4,130円） 

 

（５）マッサージ１回につき

、2,810円 

（5局所） 

 

（６）鍼通電方式のはりを実

施した場合、１回当たり３０

０円を加算 

 

（７）往療料 

患者１人１回につき、 

2,300円（原則、片道16㎞以

内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定疾

患治療

 

  厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

特定疾患治療研究事業の実

施に必要な報酬、報償費、旅

 

１／２ 

（スモ 
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研究事

務費 

 費、需用費、役務費、使用料

及び賃借料 

ンにつ 

いては 

10／10

） 

 

 

スモン

に対す

るはり

、きゅ

う及び

マッサ

ージ治

療研究

事務費 

 

  厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

スモンに対するはり、きゅ

う及びマッサージ治療研究事

業の実施に必要な報酬、報償

費、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及び賃借料 

 

 

 

 

10／10 

 

 

脳卒

中・

心臓

病等

特別

対策

事業 

 

脳卒中

・心臓

病等特

別対策

事業 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

脳卒中・心臓病等特別対策

事業の実施に必要な報酬、給

料（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

職員手当等（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、共済費、会議費、報

償費、旅費、需用費（図書購

入費、消耗品費、印刷製本費

）、役務費（通信運搬費、保

険料、広告料）、備品購入費

、委託料、使用料及び賃借料

、補助金 

 

１／２ 

 

難病

等制

度推

進事

業 

 

難病等

制度推

進事業 

 

厚生労働大臣が必要と認めた

額 

 

難病等制度推進事業の実施

に必要な報酬、給料（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員へ

10／10 
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支給されるものに限る）、報

償費、諸謝金、賃金、旅費（

国内旅費及び外国旅費）、消

耗品費、燃料費、食料費（会

議費）、印刷製本費、光熱水

費、役務費（雑役務費、通信

運搬費）、委託料、使用料及

び賃借料、備品購入費 

 

 

脳卒

中・

心臓

病等

総合

支援

セン

ター

モデ

ル事

業 

 

 

脳卒中

・心臓

病等総

合支援

センタ

ーモデ

ル事業 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 脳卒中・心臓病等総合支援

センターモデル事業の実施に

必要な諸謝金、旅費、庁費（

備品費、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、借料及び損

料、会議費、賃金、保険料、

子ども子育て拠出金、雑役務

費）、委託費 

 

10／10 

  

慢性

腎臓

病

（Ｃ

Ｋ

Ｄ）

重症

化予

防の

ため

の診

療体

制構

築及

 

慢性腎

臓病（

ＣＫＤ

）重症

化予防

のため

の診療

体制構

築及び

多職種

連携モ

デル事

業 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症

化予防のための診療体制構築

及び多職種連携モデル事業の

実施に必要な報償費、報酬、

給料、職員手当等、共済費、

旅費、需用費（消耗品費、印

刷製本費）、役務費（通信運

搬費）、会議費、委託料、使

用料及び賃借料、備品購入費 

 

10／10 
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び多

職種

連携

モデ

ル事

業 

 

 

 

地 

域 

保 

健 

対 

策 

費 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域

保健

従事

者現

任教

育推

進事

業費 

 

地域保

健従事

者現任

教育推

進事業

費 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 地域保健従事者現任教育推

進事業費の実施に必要な報酬

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）､ 報償費､ 旅費､需

用費（消耗品費､食糧費､ 印刷

製本費）､役務費（通信運搬費

、筆耕翻訳料）､委託料､使用

料及び賃借料 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 

・職 

域連 

携推 

進事 

業費 

 

 

地域・ 

職域連 

携推進 

事業費 

 

 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 地域・職域連携推進事業の

実施に必要な報酬､ 報償費､ 

旅費､ 需用費（消耗品費､ 食

糧費､ 印刷製本費）､ 役務費 

（通信運搬費）､ 委託料､ 使

用料及び賃借料 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 健 

 康 

 危 

 機 

 管 

 理 

 推 

 進 

 

 地 

 域 

 健 

 康 

 危 

 機 

 管 

 理 

 

地域健

康危機

管理体

制推進

事業費 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

  地域健康危機管理体制推進

事業の実施に必要な報酬、給

料（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

職員手当等（ただし会計年度

任用職員へ支給されるものに

限る）、報償費､旅費､需用費

（消耗品費､ 食糧費､ 印刷製

 

１／２ 
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 費 

 

 

 

 

 

 対 

 策 

 事 

 業 

 費 

   

本費）､ 役務費（通信運搬費

）､委託料、使用料及び賃借料

、備品購入費 

ただし、委託料については

実施要綱３（５）の事業に限

る。 

 また、実施要綱３（１）～

（４）の事業に限り、給料、

職員手当等を除く。実施要綱

３（６）及び（７）の事業に

限り、備品購入費を除く。 

 

 

地域健

康危機

管理対

策特別

事業費 

 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 

 

  地域健康危機管理対策特別

事業の実施に必要な報酬、給

料（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

職員手当等（ただし会計年度

任用職員へ支給される時間外

勤務手当に限る）、報償費､旅

費､需用費（消耗品費､ 燃料費

､ 食糧費､ 印刷製本費）､ 役

務費（通信運搬費）､ 委託料､

 使用料及び賃借料、備品購入

費 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 健 

 

 康 

 

 増 

 

 進 

 

 対 

 

 

健康

的な 

生活

習慣 

づく

り重

点化 

事業 

 

 

 

たばこ 

対策促 

進事業

費 

 

 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

 たばこ対策促進事業の実施

に必要な報酬、給料（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、報

償費、旅費、需用費（消耗品

費、食糧費、印刷製本費）、

役務費、委託料、使用料及び

賃借料 

 

１／２ 
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 策 

 

 費 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受動喫

煙対策

促進事

業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受動喫煙対策促進事業の実

施に必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

共済費、報償費、旅費、需用

費（消耗品費、会議費、印刷

製本費）、役務費、委託料、

使用料及び賃借料、備品購入

費、負担金、補助及び交付金 

 ただし、備品購入費につい

ては、喫煙専用室等の設置・

運用時における相談指導の実

施に限る。 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糖尿病

予防戦

略事業

費 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 糖尿病予防戦略事業の実施

に必要な報酬、給料（ただし

会計年度任用職員へ支給され

るものに限る）、職員手当等

（ただし会計年度任用職員へ

支給されるものに限る）、報

償費、旅費、需用費（消耗品

費、会議費、印刷製本費）、

役務費、委託料、使用料及び

賃借料 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

地域の

健康増

進活動

支援事

業 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 地域の健康増進活動支援事

業の実施に必要な報酬、給料

、職員手当等、報償費、旅費

、使用料及び賃借料、需用費

、役務費、保険料、委託費 

 

 

10／10 
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特殊

な調

理に

対応

でき

る調

理師

研修

事業 

 

特殊な

調理に

対応で

きる調

理師研

修事業 

 

 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

  特殊な調理に対応できる調

理師研修事業の実施に必要な

賃金、報償費、旅費、使用料

及び賃借料、需用費、役務費

、保険料、委託費 

 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

がん 

診療 

連携

拠点 

病院 

機能 

強化 

事業

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん診

療連携

拠点病

院機能

強化事

業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次により算出した額の合計

額 

（１）がん相談支援事業  

   対象経費のうち、報 

  酬、給料、職員手当等 

 （通勤手当、期末・勤勉手

  当、時間外勤務手当）、

  共済費、賃金及び報償費

  の合計額は、事業実施年

  度内でのがん相談件数に

  より算定した額 

   ただし、上記以外の経

  費は厚生労働大臣が必要

  と認めた額 

 ア 7,800件以下の場合 

              7,605,000円 

 イ 7,801件以上の場合 

   11,407,500円とし、 

  3,900件増すごとに 

  3,802,500円を加算する 

 

（２）緩和ケア推進事業 

  対象経費のうち、緩和ケ

 ア病床確保費に係る経費 

 15,550円×（緊急病床確保

 

 がん診療連携拠点病院機能

強化事業に必要な報酬、給料

、職員手当等（通勤手当、期

末・勤勉手当、時間外勤務手

当）、共済費、会議費、賃金

、報償費、旅費（国内旅費）

、需用費（図書購入費、消耗

品費、印刷製本費）、役務費

（通信運搬費、保守料、広告

料）、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費、緩和ケア

病床確保に係る経費 

 ただし、給料、職員手当等

（通勤手当、期末・勤勉手当

、時間外勤務手当）及び共済

費については、がん相談支援

事業、病理医養成等事業及び

がん患者の就労に関する総合

支援事業に限る。 

  また、緩和ケア病床確保に

係る経費については緩和ケア

推進事業に限る。 

 

 

 

 

１／２ 

（独立

行政法

人及び

国立大

学法人

につい

ては10

／10） 
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の実施日数－緊急病床確保

の実施日数のうち病床利用

日数）とし、1,633,000円以

内で厚生労働大臣が必要と

認めた額 

ただし、上記以外の経費は

厚生労働大臣が必要と認めた

額 

 

 

（３）その他の事業 

    厚生労働大臣が必要と

認めた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域が

ん診療

病院等

機能強 

化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次により算出した額の合計

額 

（１）がん相談支援事業  

   対象経費のうち、報 

  酬、給料、職員手当等 

 （通勤手当、期末・勤勉手

  当、時間外勤務手当）、

  共済費、賃金及び報償費

  の合計額は、事業実施年

  度内でのがん相談件数に

  より算定した額 

   ただし、上記以外の経

  費は厚生労働大臣が必要

  と認めた額 

 ア 7,800件以下の場合 

              7,605,000円 

 イ 7,801件以上の場合 

   11,407,500円とし、 

  3,900件増すごとに 

 

 地域がん診療病院等機能強

化事業に必要な報酬、給料、

職員手当等（通勤手当、期末

・勤勉手当、時間外勤務手当

）、共済費、会議費、賃金、

報償費、旅費（国内旅費）、

需用費（図書購入費、消耗品

費、印刷製本費）、役務費（

通信運搬費、保守料、広告料

）、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費に係る経費 

 ただし、給料、職員手当等

（通勤手当、期末・勤勉手当

、時間外勤務手当）及び共済

費については、がん相談支援

事業に限る。 

 

 

 

 

１／２ 
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  3,802,500円を加算する 

 

（２）その他の事業 

    厚生労働大臣が必要と 

  認めた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児が

ん拠点

病院機

能強化

事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小児がん拠点病院機能強化

事業に必要な報酬、給料、職

員手当等（通勤手当、期末・

勤勉手当、時間外勤務手当）

、共済費、会議費、賃金、報

償費、旅費（国内旅費）、需

用費（図書購入費、消耗品費

、印刷製本費）、役務費（通

信運搬費、保守料、広告料）

、委託料、使用料及び賃借料

、備品購入費 

 ただし、給料、職員手当等

（通勤手当、期末・勤勉手当

、時間外勤務手当）及び共済

費については、がん相談支援

事業及びプレイルーム運営等

事業（プレイルームの運営に

係る部分に限る。）に限る。 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児が

ん中央

機関機 

能強化

事業費 

 

 

 

 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小児がん中央機関機能強化

事業に必要な報酬、給料、職

員諸手当（通勤手当、期末・

勤勉手当、時間外勤務手当）

、共済費、会議費、賃金、報

償費、旅費（国内旅費）、需

用費（図書購入費、消耗品費

、印刷製本費）、役務費（通

信運搬費、保守料、広告料）

、委託料、使用料及び賃借料

 

10/10 
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、備品購入費 

 ただし、給料、職員諸手当

（通勤手当、期末・勤勉手当

、時間外勤務手当）及び共済

費については、小児がん相談

・支援事業、小児がん医療の

診断支援事業及び小児がん登

録事業に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希少が

ん中央

機関機 

能強化

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  73,394,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希少がん中央機関機能強化

事業に必要な報酬、給料、職

員諸手当（通勤手当、期末・

勤勉手当、時間外勤務手当）

、共済費、会議費、賃金、報

償費、旅費（国内旅費）、需

用費（図書購入費、消耗品費

、印刷製本費）、役務費（通

信運搬費、保守料、広告料）

、委託料、使用料及び賃借料

、備品購入費 

 ただし、給料、職員諸手当

（通勤手当、期末・勤勉手当

、時間外勤務手当）及び共済

費については、病理コンサル

テーション事業及び希少がん

ホットライン事業に限る。 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんゲ

ノム医

療中核

拠点病

院等機 

能強化

事業 

 

 

  厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 がんゲノム医療中核拠点病

院等機能強化事業に必要な報

酬、給料、職員手当等（通勤

手当、期末・勤勉手当、時間

外勤務手当）、共済費、会議

費、報償費、旅費（国内旅費

）、需用費（図書購入費、消

耗品費、印刷製本費）、役務

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 



   

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費（通信運搬費、保守料、広

告料）、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費 

 ただし、給料、職員手当等

（通勤手当、期末・勤勉手当

、時間外勤務手当）及び共済

費については、がんゲノム医

療支援事業に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道

府県

健康

対策 

推進

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府

県健康 

対策推

進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都道府県健康対策推進事業

の実施に必要な報酬、給料（がん登

録に資する事業を除く都道府県健康対策推進事業に従事した分に

限る。）、職員手当等（がん登録に資する事業を

除く都道府県健康対策推進事業に従事した分に限る。）、共

済費（がん登録に資する事業を除く都道府県健康対策推進事

業に従事した分に限る。）、会議費、報償費

、旅費（国内旅費、費用弁償

）、需用費（図書購入費、消

耗品費、印刷製本費）、役務

費（通信運搬費、保険料、広

告料）、備品購入費、委託料

、使用料及び賃借料、負担金 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新た

なス

テー

ジに

入っ

たが

ん検

診の

総合

支援

事業 

 

 

新たな

ステー

ジに入

ったが

ん検診

の総合

支援事

業 

 

 

 

 

 

  次により算出した額の合計

額 

（１）検診費 

 厚生労働大臣が必要と認め

る単価×検診件数とする。 

 ただし、市区町村において

、受診者に自己負担額が生じ

る場合には、（単価－自己負

担額）×検診件数とする。 

 

（２）事務費 

 厚生労働大臣が必要と認め

 

 新たなステージに入ったが

ん検診の総合支援事業の実施

に必要な次の経費 

１ 検診費 

  子宮頸がん及び乳がん検診 

 における自己負担相当部分 

 

２ 事務費 

  報酬、給料、職員手当等

（通勤手当、期末・勤勉手

当、時間外勤務手当）、共

済費、需用費（備品購入費

 

１／２ 
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る単価×対象者数とする。た

だし、かかりつけ医を通じた

個別の受診勧奨・再勧奨につ

いては、厚生労働大臣が必要

と認めた額とする。 

 

 

 

 

、消耗品費、印刷製本費）

、役務費（通信運搬費、手

数料）、会議費、委託料、

使用料及び賃借料、報償費

、旅費（費用弁償） 

  ただし、給料、職員手当

等及び共済費は会計年度任

用職員に支給されるものに

限る。また、報償費はかか

りつけ医を通じた個別の受

診勧奨・再勧奨に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん

検診

従事

者研

修事

業 

 

がん検

診従事

者研修

事業 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

 

 

 

 

  がん検診従事者研修事業の

実施に必要な賃金、報酬、給

料、職員手当等（通勤手当、

期末・勤勉手当、時間外勤務

手当）、共済費、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、食糧

費、印刷製本費）、役務費、

委託料、使用料及び賃借料 

 ただし、給料、職員手当等

及び共済費は会計年度任用職

員に支給されるものに限る。 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

がん

ゲノ

ム情

報管

理セ

ンタ 

ー事

業 

 

 

 

 

がんゲ

ノム情

報管理 

センタ

ー事業 

 

 

 

 

 

 

 

1,705,599,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 がんゲノム情報管理センタ

ー事業に必要な報酬、給与、

職員諸手当（通勤手当、期末

・勤勉手当、時間外勤務手当

）共済費、会議費、賃金、報

償費、旅費（国内旅費）、需

用費（図書購入費、消耗品費

、印刷製本費）、役務費（通

信運搬費、雑役務費、保守料

）、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費 

 

 

10/10 
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希少 

がん 

診断 

のた 

めの 

病理 

医育 

成事 

業 

 

 

希少が 

ん診断 

のため 

の病理 

医育成 

事業 

 

 

 

 

  

35,733,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希少がん診断のための病理

医育成事業に必要な報酬、共

済費、会議費、賃金、報償費

、旅費（国内旅費）、需用費

（図書購入費、消耗品費、印

刷製本費）、役務費（通信運

搬費、保守料、雑役務費）、

委託料、使用料及び賃借料、

備品購入費 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児

・AY

A世

代の

がん

患者

等の

妊孕

性温

存療

法研

究促

進事

業 

 

１ 助

成費 

 

次により算出した額の合計 

 

（１）体外受精及び顕微授精

による胚（受精卵）凍結に係

る治療   

 350,000円✕助成回数 

 

（２） 未受精卵子凍結に係

る治療 

 200,000円✕助成回数 

 

（３） 卵巣組織凍結に係る

治療 

 400,000円✕助成回数 

 

（４） 精子凍結に係る治療 

   25,000円✕助成回数 

 

（５） 精巣内精子採取術に

よる精子凍結に係る治療 

 350,000円✕助成回数 

 

（６） （１）で凍結した胚

（受精卵）を用いた生殖補助

 

小児・AYA世代のがん患者

等の妊孕性温存療法研究促進

事業に必要な負担金、補助及

び交付金、扶助費 

１／２ 
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医療 

100,000円✕助成回数 

 

（７）（２）で凍結した未受

精卵子を用いた生殖補助医療 

250,000円✕助成回数 

 

（８） （３）で凍結した卵

巣組織再移植後の生殖補助医

療 

300,000円✕助成回数 

 

（９） （４）及び（５）で

凍結した精子を用いた生殖補

助医療 

  300,000円✕助成回数 

 

注１：（７）～（９）につい

て、以前に凍結した胚を解凍

した胚移植を実施する場合は

100,000円✕助成回数 

 

注２：（８）～（９）につい

て、人工授精を実施する場合

は10,000円✕助成回数 

 

注３：（８）～（９）につい

て、採卵したが卵が得られな

い、又は状態の良い卵が得ら

れないため中止した場合 

は100,000円✕助成回数 

 

 

２ 都

道府県

事務費 

 

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

小児・AYA世代のがん患者

等の妊孕性温存療法研究促進

事業に必要な報酬、給料、職

員手当等（通勤手当、期末・

１／２ 
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勤勉手当、時間外勤務手当）

、共済費、会議費、報償費、

旅費（国内旅費、費用弁償）

、需用費（図書購入費、消耗

品費、印刷製本費）、役務費

（通信運搬費、保守料、雑役

務費）、委託料、使用料及び

賃借料、備品購入費 

ただし、給料、職員手当等

及び共済費は会計年度任用職

員に支給されるものに限る。 

 

 

アピ

アラ

ンス

支援

モデ

ル事

業 

 

アピア

ランス

支援モ

デル事

業 

  

厚生労働大臣が必要と認め

た額 

 

アピアランス支援モデル事

業に必要な報酬、給料、職員

手当等（通勤手当、期末・勤

勉手当、時間外勤務手当）、

共済費、会議費、報償費、旅

費（国内旅費）、需用費（図

書購入費、消耗品費、印刷製

本費）、役務費（通信運搬費

）、委託料、使用料及び賃借

料 

ただし、国立研究開発法人

国立がん研究センターが実施

するアピアランスケア研修（

e-learning）の受講に要する

経費及び他の補助事業の対象

経費となっている経費は除く

。 

 

10/10 

 

女 

性 

の 

健 

康 

 

女性の

健康支

援事業 

 

 15,070,000円 

 

 

女性の健康支援事業の実施

に必要な賃金、諸謝金、旅費

、使用料及び賃借料、需用費

（消耗品費、印刷製本費）、

役務費、委託料 

 

10／10 
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支 

援 

事 

業 

 

 

子宮

頸が

ん検

診に

おけ

るHP

V 検

査単

独法

導入

に伴

う健

康管

理シ

ステ

ムの

改修

事業 

子宮頸

がん検

診にお

けるHP

V検査

単独法

導入に

伴う健

康管理

システ

ムの改

修事

業  

 

 厚生労働大臣が必要と認め

た額  

 

 子宮頸がん検診におけるHP

V検査単独法導入に伴う健康

管理システムの改修事業に必

要な使用料及び賃借料、需用

費、役務費、委託費、備品購

入費、負担金  

 

２／３ 

 

 健 

 

 康 

 

 増 

 

 進 

 

 事 

 

 業 

 

 費 

 

１ 健

康教育 

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

（１）個別健康教育費 

実施方法別に次表の基

準単価に実施人員を乗じ

た額 

 

 健康教育事業の実施に必要

な報酬、給料（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、共済費、

報償費、旅費、需用費（消耗

品費、燃料費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料）、役務費

（通信運搬費、保険料）、委

託料、使用料及び賃借料、備

品購入費 

 

 

１／２

（３の

（８）

のイの

（ア）

のｂの

事業に

ついて

は、 

１／３ 

、ただ

し無料

検診に

 

 

 

 

 

 

  実施方法  基準単価  

 

 

 

 

 

高 血 圧 

 医療機関実施 

 市町村実施 

 

糖 尿 病 

       円 

   17,280 

   16,650 
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 医療機関実施 

 市町村実施 

 

 

脂質異常症 

 医療機関実施 

 市町村実施 

 

 

喫 煙 者 

 医療機関実施 

 市町村実施 

   23,320 

  17,049 

    

 

  

   17,680 

   17,184 

    

 

     

  6,100

    6,708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係る自

己負担

相当額

につい

ては、 

１０／

１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集団健康教育費 

   人口区分ごとに次のと

おりとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  人口区分  基準単価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1万人未満 

 

  1万人以上 

  3万人未満 

 

  3万人以上 

 10万人未満 

 

 10万人以上 

 30万人未満 

 

 30万人以上 

 

         円 

    639,000 

 

    678,000 

 

   

    757,000 

 

     

    920,000 

   

 

  1,729,000 

 

 

 

２ 健 

康相談 

 

 人口区分ごとに次のとおり

とする 

 

 健康相談事業の実施に必要

な報酬、給料（ただし会計年
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費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 度任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、共済費、

報償費、旅費、需用費（消耗

品費、燃料費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料）、役務費

（通信運搬費、保険料）、委

託料、使用料及び賃借料、備

品購入費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  人口区分  基準単価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1万人未満 

 

  1万人以上 

  3万人未満 

 

  3万人以上 

 10万人未満 

 

 10万人以上 

 30万人未満 

 

 

 30万人以上 

 

         円 

    138,000 

 

    170,000 

 

     

    256,000 

 

     

    483,000 

  

 

 

  1,934,000 

 

 

３ 健

康診査

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次により算定した額の合計

額 

 

（１）健康診査費 

 

 ア 当該年度において40歳

以上74歳以下の年齢に達

するものに対する健康診

査及び保健指導 

 

（ア）健康診査 

実施方法別に次表の基

準単価に受診人員を乗じ

た額  

 

〈個別健診（予約なし健診）

〉 

 

 健康診査事業（（６）のオ

を除く）の実施に必要な報酬

、給料（ただし会計年度任用

職員へ支給されるものに限る

）、職員手当等（ただし会計

年度任用職員へ支給されるも

のに限る）、共済費、報償費

、旅費、需用費（消耗品費、

燃料費、印刷製本費、光熱水

費、修繕料）、役務費（通信

運搬費、手数料、保険料）、

委託料、使用料及び賃借料、

備品購入費、負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法 基準単価(円)  

 被 基本的な健診項  
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保 

護 

世

帯 

等 

目のみ実施 

 

8,360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

 

10,640 

 

非 

課 

税 

世

帯 

 

基本的な健診項

目のみ実施 

 

 

7,520 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

 

9,570 

 

そ 

の 

他 

 

基本的な健診項

目のみ実施 

 

5,850 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

7,450 

 

〈集団健診（指定日健診）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法 基準単価(円)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 

保

護 

世

帯

等 

基本的な健診項

目のみ実施 

 

 

7,120 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

 

7,890 

 

非 

課 

税

世 

帯 

 

基本的な健診項

目のみ実施 

 

 

6,420 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

 

7,110 

 

そ 

の 

他 

 

基本的な健診項

目のみ実施 

 

4,980 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

5,520 

※ 基本的な健診項目… 特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準第１条１項の１号から９

号に定める項目 
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※ 詳細な健診項目の実施… 特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準第１条１項の10

号に基づき厚生労働大臣が定める

項目のうち、いずれか一つ以上お

こなった場合 

※ 個別健診（予約なし健

診）… 医療機関の施設で

行う形態で、一般の外来患

者と同様に、健診の日時を

定めずに実施するもの。（

受診者が診療を目的として

来院している患者に混じっ

て健康診査を受診する形態

。） 

※ 集団健診（指定日健診）… 医療機関（健診センターで実施

する場合を含む。）、市町村

保健センター、公民館等の施

設や検診車で行う形態で、健

診日時を指定して行うもの。

（個別健診（予約なし健診）

に該当しないもの。） 

※ 被保護世帯等… 当該受診者と同一世帯員と認められた世帯

員が生活保護法による生活扶助、医療扶助

等を単給又は併給のいずれかを問わず受け

ている場合及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立支援に関す

る法律による支援給付を受けている 場合を

いう。 

※ 非課税世帯… 同一世帯員として認めら

れたすべての世帯員が当該年度において市町

村民税が課税されて いない者である場合をい

う。 

                           

（イ）保健指導費 

 ａ 当該年度内に初回面接

から実績（３ヶ月後）評

価まで全て行う場合 

    次表の実
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_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施方法別に、基

準単価を利用者

人員に乗じた額 

                           

（ａ）動機付け支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法 基準単価(円)  

 

 

 

被保護世帯等 8,450 

非課税世帯 7,620 

その他 5,910 

 

※ 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第７条第

１項の規定に準ずる動機付け支援          

                           

（ｂ）積極的支援 

 

 

 

 

実施方法 基準単価(円)  

 

 

 

被保護世帯等 25,110 

非課税世帯 22,590 

その他 17,580 

※  特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第８条第

１項の規定に準ずる積極的支援     

※ ６５歳以上の対象者については、積極的支援に該当した場合

でも、動機付け支援を実施する。        

                           

 ｂ 年度を超えて保健指導

を行う場合（保健指導の

実施期間中、利用者が参

加しなくなった場合も含

む。） 

次表の実施方法別に、

基準単価を利用者人員に

乗じた額 

                           

（ａ）動機付け支援 

 

 

 

 

   算定方法 基準単価(円)  

 

 

 

初回 

面接 

終了 

被保護世帯等 6,769 

非課税世帯 6,090 

その他 4,740 



   

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績 

評価 

終了 

被保護世帯等 1,669  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非課税世帯 1,500 

その他 1,170 

 

（ｂ）積極的支援           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   算定方法 基準単価(円)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回 

面接 

終了 

被保護世帯等 10,031 

非課税世帯 9,030 

その他 7,020 

継続的 

支援 

終了 

被保護世帯等 12,546 

非課税世帯 11,300 

その他 8,775 

実績

評価 

終了 

被保護世帯等 2,509 

非課税世帯 2,260 

その他 1,755 

※ 初回面接終了… 当該年度の3月31日までに初回面接を終了し

ている者 

※ 継続的支援終了… 当該年度の3月31日までに継続的支援を終

了している者 

※ 実績評価終了… 当該年度の3月31日までに実績評価を終了し

ている者  

                           

 イ 当該年度において75歳

以上の年齢に達する者に

対する健康診査     

実施方法別に次表の基

準単価に受診人員を乗じ

た額 

 

 〈個別健診(予約なし健診)〉 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法 

 

基準単価(円)  

 

 

 

 

 

被保 

護 

世 

帯 

基本的な健診 

項目のみ実施 

 

        

8,360 

 

基本的な健診項目と        
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等 詳細な健診項目の実施 

 

10,640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非 

課 

税 

世 

帯 

 

基本的な健診 

項目のみ実施 

 

        

7,520 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

        

9,570 

 

そ 

の 

他 

 

基本的な健診 

項目のみ実施 

        

5,850 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

        

7,450 

 

 

〈集団健診(指定日健診)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法 

 

 基準単価 

(円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 

保 

護 

世 

帯 

等 

基本的な健診 

項目のみ実施 

 

        

7,120 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

        

7,890 

 

非 

課 

税 

世 

帯 

 

基本的な健診 

項目のみ実施 

 

        

6,420 

 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

 

        

7,110 

 

そ 

の 

他 

 

基本的な健診 

項目のみ実施 

        

4,980 

基本的な健診項目と 

詳細な健診項目の実施 

        

5,520 

※ 基本的な健診項目… 特定健康診査及び特定保健指 導の実施

に関する基準第１条１項の１号から９

号に定める項目 

※ 詳細な健診項目の実施… 特定健康診査及び特定保健指導の
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実施に関する基準第１条１項の10

号に基づき厚生労働大臣が定める

項目のうち、いずれか一つ以上お

こなった場合 

※ 個別健診（予約なし健診）… 医療機関の施設で行う形態で

、一般の外来患者と同様に

、健診の日時を定めずに実

施するもの。（受診者が診

療を目的として来院してい

る患者に混じって健康診査

を受診する形態。） 

※ 集団健診（指定日健診）… 医療機関（健診センターで実施

する場合を含む。）、市町村

保健センター、公民館等の施

設や検診車で行う形態で、健

診日時を指定して行うもの。

（個別健診（予約なし健診）

に該当しないもの。） 

※ 被保護世帯等… 当該受診者と同一世帯員と認められた世帯

員が生活保護法による生活扶助、医療扶助

等を単給又は併給のいずれかを問わず受け

ている場合及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立支援に関す

る法律による支援給付を受けている場合を

いう。 

※ 非課税世帯… 同一世帯員として認められた

すべての世帯員が当該年度において市町村民税が

課税されていない者である場合をいう。 

 

 ウ 訪問健康診査費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施方法 

 

基準単価 

(円) 

 

 

 

 

 

 医師に看護師を 

 帯同させる場合 

 

  13,299 

 医師のみの場合    9,807 

 

 エ 介護家族訪問健康診査
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費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施方法 

 

基準単価

(円) 

 

 

 

 

 

 医師に看護師を 

 帯同させる場合 

 

  13,299 

 医師のみの場合    9,807 

 

（２）歯周疾患検診費 

20歳、30歳、40歳、50

歳、60歳及び70歳の者に

対象者別に次の基準単価

に受診人員を乗じた額 

 

 

 

 

 

 対 象 者 基準単価(円)  

 

 

 

被保護世帯等・非

課税世帯 

    

5,320 

その他    3,720 

 

（３）骨粗鬆症検診費 

40歳、45歳、50歳、55

歳、60歳、65歳及び70歳

の女性に対象者別に次表

の基準単価に受診人員を

乗じた額 

 

 

 

 

 

 対 象 者    基準単価(円)  

 

 

 

被保護世帯等・非

課税世帯 

   

5,156 

その他    3,656 

 

 

（４）渡航費 

検診車の離島渡航費で

厚生労働大臣が認めた額 

 

（５）健康診査実施連絡等費 
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  ア 事業実施通知費 

      歯周疾患検診及び骨

粗鬆症検診対象者に対

する個別の実施通知費 

    52円×通知人員 

 

  イ 受診結果連絡費 

    歯周疾患検診及び骨

粗鬆症検診対象者の要

精検者に係る医療機関

から市町村への精検受

診結果の連絡費 

      158円×連絡人員 

 

  ウ 検診記録簿作成費 

健康診査の詳細な健

診項目検査対象者、歯

周疾患検診及び骨粗鬆

症検診対象者の要精検

者に係る記録簿の作成

費 

    48円×受診人員 

 

（６）肝炎ウイルス検診費 

  

  ア 特定健康診査及び健

康診査と同時実施 

     当該年度において満4

0歳以上となる者で実施

区分別・世帯区分別・

検診形態別・検査種別

に次表の基準単価に受

診人員を乗じた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 

 

世帯 

 

検診 

 

検査種別 

 

基準 
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区分 

 

区分 

 

形態 

 

 

 

単価 

（円）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４０ 

 歳以 

上で 

５歳 

刻み 

の者 

（無 

料検 

診実 

施） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

別 

方 

式 

 

 

基本型 

 

3,265 

 

Ｂ型希望なし 

 

2,587 

 

Ｃ型希望なし 

 

2,341 

 

集 

団 

方 

式 

 

 

 

基本型 

 

1,642 

 

Ｂ型希望なし 

 

964 

 

Ｃ型希望なし 

 

 

718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 

記 

以 

外 

の 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保護 

世帯等 

及び非 

課税世 

帯   

 

 

 

 

 

個 

別 

方 

式 

 

 

基本型 

 

4,664 

 

Ｂ型希望なし 

 

3,696 

 

Ｃ型希望なし 

 

3,344 

 

集 

団 

方 

式 

 

 

基本型 

 

2,345 

 

Ｂ型希望なし 

 

1,377 

 

Ｃ型希望なし 

 

1,025 

 

 

 

 

そ 

の 

他 

 

 

 

 

 

個 

別 

方 

式 

 

基本型 

 

3,265 

 

Ｂ型希望なし 

 

2,587 

 

Ｃ型希望なし 

 

2,341 

 

集 

団 

方 

 

基本型 

 

1,642 

 

Ｂ型希望なし 

 

964 
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式 

 

 

Ｃ型希望なし 

 

718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

イ 上記以外の場合 

 当該年度において満40

歳以上となる者で実施

区分別・世帯区分別・

検診形態別・検査種別

に次表の基準単価に受

診人員を乗じた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 

区分 

 

 

世帯 

区分 

 

 

検診 

形態 

 

 

検査種別 

 

 

 

基準 

単価 

（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０ 

歳以 

上で 

５歳 

刻み 

の者 

（無 

料検 

診実 

施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

別 

方 

式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型 

 

 

 

6,206 

 

 

 

Ｂ型希望なし 

 

 

 

 

5,529 

 

 

 

 

Ｃ型希望なし 

 

 

 

5,282 

 

 

 

 

 

上 

記 

 

被保護 

世帯等 

及び非 

課税世 

帯 

 

個 

別 

方 

式 

 

 

基本型 

 

8,866 

 

Ｂ型希望なし 

 

7,898 

 

Ｃ型希望なし 

 

7,546 
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以 

外 

の 

者 

 

 

 

 

そ 

の 

他 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本型 

 

6,206 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ型希望なし 

 

5,529 

 

Ｃ型希望なし 

 

5,282 

 

※ 個別方式…医療機関等の施設において、検診の日時 

      を定めずに行う形態 

※ 集団方式… 検診の日時及び場所を指定して行う形態 

※ 被保護世帯等… 当該受診者と同一世帯員と認められた世帯

員が生活保護法による生活扶助、医療扶助

等を単給又は併給のいずれかを問わず受け

ている場合及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立支援に関す

る法律による支援給付を受けている場合を

いう。 

※ 非課税世帯… 同一世帯員として認められたすべての世帯員

が当該年度において市町村民税が課税されて

いない者である場合をいう。 

※ イにおいて、集団方式で実施した場合は、アに準ずるものと

する。 

 

  ウ 自己負担相当額 

   40歳以上で5歳刻みの 

 年齢に達する者に対して 

 無料検診を実施する場合 

 の受診者負担相当額 

 

   肝炎ウイルス検診に要

  する費用の3割に達する 

  額×受診人員 

 

  エ 個別勧奨事務費 

(ｱ)40歳に達する者及び

41歳以上で特定健診
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等及び健康診査等が

実施される機会に併

せて行う個別の受診

勧奨にかかる事務費 

        72円×通知人員 

 

(ｲ)(ｱ)以外で40歳以上

で5歳刻みの年齢に達

する者に対する個別

の受診勧奨にかかる

事務費 

     139円×通知人員 

 

  オ 陽性者フォローアッ

   プ経費 

 

   厚生労働大臣が必要と

  認めた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 陽性者のフォローアップ

事業に必要な旅費、需用費（

消耗品費、印刷製本費）、役

務費（通信運搬費）、委託料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 訪 

問指導

費 

 

 

  次により算定した額 

  事業費                   

 

 人口区分ごとに次のとおり

 

 訪問指導事業の実施に必要

な報酬、給料（ただし会計年

度任用職員へ支給されるもの

に限る）、職員手当等（ただ
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とする                     

  

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、共済費、

報償費、旅費、需用費（消耗

品費、燃料費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料）、役務費

（通信運搬費、保険料）、委

託料、使用料及び賃借料、備

品購入費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  人口区分 

 

 基準単価(

円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1万人未満 

 

  1万人以上 

  3万人未満 

 

  3万人以上 

 10万人未満 

 

 10万人以上 

 30万人未満 

 

 30万人以上 

     11,000 

 

 

     18,000 

 

 

     52,000 

 

 

    209,000 

 

    608,000 

 

５ 総

合的な

保健推

進事業 

 

 

 

 厚生労働大臣が必要と認め 

た額 

 

 

 

 

 

 総合的な保健推進事業の実

施に必要な報酬、給料（ただ

し会計年度任用職員へ支給さ

れるものに限る）、職員手当

等（ただし会計年度任用職員

へ支給されるものに限る）、

報償費、旅費、使用料及び賃

借料、需用費（消耗品費、会

議費、印刷製本費）、役務費

、委託料 
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（交付額の下限） 

５ ３の（４）から（８）の事業について、４より算出された額が別表８に掲げる額に満

たない場合には、交付の決定を行わないものとする。 

 

（交付の条件） 

６ この国庫負担（補助）金の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 （１） 事業に要する各区分ごとの経費の配分については、次により行うものとする。

ただし、（項）感染症対策費、（項）特定疾患等対策費、（項）地域保健対策

費、（項）健康増進対策費及び（項）健康危機管理推進費の間、感染症予防事業

等負担金、予防接種対策費負担金及び疾病予防対策事業費等補助金の間、並びに

直接補助事業と間接補助事業の間での経費の配分変更はしてはならない。 

     事業に要する各区分ごとの経費の配分の変更（負担金及びそれぞれの区分の配

分額のいずれか低い額の１０％以内の変更を除く。）をする場合には、速やかに

厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 

 （２） 事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに厚生労働大

臣の承認を受けなければならない。 

 （３） 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。 

 （４） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。 

 （５） 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円（民間団体にあっ

ては３０万円）以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生

労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこ

の国庫負担（補助）金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け

し、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

 （６） 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合及び

間接補助事業者から（11）のカ及びコによる納付がなされた場合には、その収入

の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 （７） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけ

ればならない。 

 （８） この国庫負担（補助）金と事業に係る証拠書類等の管理については次に   

 よるものとする。 

    ア 補助事業者が地方公共団体の場合 

      補助金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第１に

よる調書を作成し、これを補助金等の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承

認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管
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しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した

財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、

又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第

２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い

日まで保管しておかなければならない。 

    イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合 

      事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金等の額の確定の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属

する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により

取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財

産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間

を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 （９） 国が所管する特例民法法人及び公益法人は、この補助金に係る支出明細書を別

紙様式第１１により作成し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対

する割合を示す書類に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開

するとともに、決算後１０日を経過した日又は翌年度７月１０日のいずれか早い

日までに、厚生労働大臣（及び法人所管府省）に報告しなければならない。 

 （10） 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を

含む。）には、別紙様式第１２により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属す

る年度の翌々年度６月３０日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、（又は本社、本

所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控 

除税額を国庫に返還しなければならない。 

 （11） 都道府県は、交付された国庫負担（補助）金を間接補助事業者に交付する場合

には、次の条件を付さなければならない。 

    ア 間接補助事業に要する各区分ごとの経費の配分の変更については次により行

うものとする。ただし、負担金と補助金の間での経費の配分の変更は認めな

い。 

      間接補助事業に要する各区分ごとの経費の配分の変更（負担金及びそれぞれ

の区分の配分額のいずれか低い額の１０％以内の変更を除く。）をする場合に

は、都道府県知事の承認を受けなければならない。 

    イ 間接補助事業内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、都道府県



   

93 

 

知事の承認を受けなければならない。 

    ウ 間接補助事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事の承認を受け

なければならない。 

    エ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに都道府県知事に報告してその指示を受けなければならな

い。 

    オ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円（民間

団体にあっては３０万円）以上の機械、器具及びその他の財産については、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の

規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、都道府県知事の承

認を受けないで間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

    カ 都道府県知事の承認を受けてオに定めた財産を処分することにより収入があ

った場合には、その収入の全部又は一部を都道府県知事の定めるところによ

り、都道府県に納付させることがある。 

    キ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な

運営を図らなければならない。 

    ク 間接補助事業者が地方公共団体である場合においては、間接補助金と間接補

助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第１による調書を

作成し、これを補助金等の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある

場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定

により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管

しておかなければならない。 

    ケ 間接補助事業者が地方公共団体以外の者である場合においては、間接補助金

と間接補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備え、当該

間接補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳

簿及び証拠書類を補助金等の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

なければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産があ

る場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規

定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保

管しておかなければならない。 

        コ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税



   

94 

 

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除額が０円の場合

を含む。）には、別紙様式第１３により速やかに、遅くとも補助事業完了日の

属する年度の翌々年度６月３０日までに都道府県知事に報告しなければならな

い。 

            なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一

支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本

社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税

売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

         また、都道府県知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額の全部又は一部を都道府県に納付させなければならない。 

 （12） 都道府県知事は（11）のア～カに掲げる事項について承認し、若しくは指示す

る場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。 

 （13） ３の（１）のイ及び（２）の事業について、交付額が確定した後に、過誤調整

等により保険医療機関等から返還されたこれらの事業に係る返還金に、診療年月

の特定が困難である額があった場合には、別紙様式１４により速やかに厚生労働

大臣に報告し、その指示を受けて、診療年月の特定が困難である返還金の額に４

の表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額を国庫に返還しなければならない。 

     なお、令和５年度以前に保険医療機関等から返還された返還金に診療年月の特

定が困難である額があった場合の取扱いについても同様とする。 

 

（申請手続） 

７ この国庫負担（補助）金の交付の申請は、次により行うものとする。 

 （１） 市町村（指定都市及び中核市を除く。）及び特別区が行う３の（１）のア、

イ、ウ、（２）、（４）のアの（ア）のａ、ｂ、ｄ、（イ）、（キ）、（ク）、

（シ）、（チ）、（５）のウの（ウ）、（６）、（７）、（８）のアの（ア）の

ａ、ｂ、ｃ、（オ）及び（シ）の事業 

    ア 市町村長及び特別区の長は、別紙様式第２による申請書に関係書類を添え

て、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。 

    イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、取りまとめ

の上、別紙様式第３により関係書類を添えて、毎年度６月末日までに厚生労働

大臣に提出するものとする。 

 （２） （１）以外の事業 

     別紙様式第４による申請書に関係書類を添えて、毎年度６月末日までに厚生労

働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

８ この国庫負担（補助）金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加

交付申請等を行う場合には、７に定める申請手続に従い毎年度１月末日までに行うもの
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とする。 

  なお、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略するこ

とができるものとする。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

９  この国庫負担（補助）金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。 

 （１） 都道府県知事は、７の（１）のア又は８による申請書が到達した日から起算し

て原則として１月以内に厚生労働大臣に提出するものとし、厚生労働大臣は都道

府県知事から申請書が到達した日から起算して２月以内に交付の決定（決定の変

更を含む。（２）において同じ。）を行うものとする。 

 （２） （１）以外の場合、厚生労働大臣は、７の(２)又は８による申請書が到達した

日から起算して原則として２月以内に交付の決定を行うものとする。 

 

（負担（補助）金の概算払） 

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内

において概算払をすることができる。 

 

（交付決定の通知） 

11 都道府県知事は、７の（１）に係る国庫負担（補助）金について厚生労働大臣の交付

決定通知又は変更交付決定通知があったときは、市町村及び特別区に対し別紙様式第５

又は別紙様式第６により速やかに交付決定の通知を行うものとする。 

 

（実績報告） 

12 この国庫負担（補助）金の事業実績報告書は、次により行うものとする。 

 （１） 市町村（指定都市及び中核市を除く。）及び特別区が行う３の（１）のア、

イ、ウ、（２）、（４）のアの（ア）のａ、ｂ、ｄ、（イ）、（キ）、（ク）、

（シ）、（チ）、（５）のウの（ウ）、（６）、（７）、（８）のアの（ア）の

ａ、ｂ、ｃ、（オ）及び（シ）の事業 

    ア 市町村長及び特別区の長は、当該年度の事業が完了したときは、別紙様式第

７による事業実績報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日（６の

（３）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受

理した日から１カ月を経過した日。以下同じ。）までに都道府県知事に提出す

るものとする。 

    イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これを審査し、取りまとめ

の上、別紙様式第８により、翌年度６月末日までに厚生労働大臣に提出するも

のとする。 

 （２） 法人が行う３の（４）のアの（コ）、（サ）、（ス）、（セ）、（ソ）、

（タ）、（５）キ、ク及びケの事業 



   

96 

 

     当該年度の事業が完了したときは、別紙様式第９号による事業実績報告書に関

係書類を添えて、事業の完了した日から起算して１カ月を経過した日又は翌年度

の４月 10日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 （３） （１）及び（２）以外の事業 

     当該年度の事業が完了したときは、別紙様式第９による事業実績報告書に関係

書類を添えて、事業の完了した日から起算して１カ月を経過した日又は翌年度の

６月末日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（補助金の額の確定通知） 

13 都道府県知事は、12の（１）に係る国庫負担（補助）金について厚生労働大臣の交付

額の確定があったときは、市町村及び特別区に対し別紙様式第１０により速やかに確定

の通知を行うものとする。 

 

（負担（補助）金の返還） 

14  厚生労働大臣は、交付すべき負担（補助）金の額を確定した場合において、既にその

額を超える負担（補助）金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分に

ついて国庫に返還することを命ずる。 

 

（その他） 

15 特別の事情により４、７、８及び 12 に定める算定方法、手続によることができない場

合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。 


